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I はしがき

「ベトナム戦争が終っても， 次はラオス，タイ

などがベトナム人の目標になる。jこれは昨（1970)

年初めタイのタナット外相が言明している言葉で

ある。 この発言に象徴されているように，とくに

近年タイはメコン河を隔てて接する東隣国ラオス

を経由して展開しているとみられる自国東北部に

対する北ベトナムからの共産主義活動の影響に著

しく神経をとがらせている。かくもタイ政府がイ

サン σ回 n）＝東北タイにおける共産主義の渉透に

注目する重要な原因の一つは， そこに約4万以上

い
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のベトナム人難民が居住しており， この難民が北

ベトナム側の活動にその一部として積極的に協力

し， かつまた経済的にも最も開発がおくれて生活

水準の低い同地域の農民たちの対政府不満をも刺

激してこれと結び，反共路線をとっているタイ政

府への反抗活動に一役買っているとタイ政府がみ

なしているからにほかならない。このほか過去数

百年にわたるタイ， ベトナム両民族の交渉史を通

じて，両者聞に歴史的に培われてきた民族的違和

感ないしそれから進んだ反感・不信感も決して底

の浅いものではない。

このように， タイにおいてベトナム人は同国の

政治・経済・社会の諸分野において，種々の問題

を生む原因のーっとなっているのである。

筆者は， かねてインドシナ史研究を進める過程

で， この地域諸国におけるいわゆるベトナム人問

題の重要性を自覚し， その文献的調査を進めると

共に，現地での実態調査にも心掛けてきたのであ

る。そしてその成果の一端をさきに本誌本年2月

号において「カンボジアにおけるベトナム人問題

の現状と歴史的背景」と題して発表した。 したが

って，本稿はその続編のーっとして， タイにおけ

るベトナム人問題の現状とその歴史的背景につい

て検討を加えることにしたい。この検言せによっ

て， インドシナにおける民族的相魁の根深さとそ

の解決の重要性の一端が一層明らかになると恩わ
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その結果， 現在のペンコク在住ベト十ム人の伝承
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では， 3分の 2の人たちが残留を希盟したとのこ

とである位3＼当初5000入ヤた人数のうち，かな

りの人数がそれまでに減少していたと思われる

が，掠留希望吉の数じおそらく 1000人ないしこ悦治

人にのぼったと思われる。 これに先の院福映の主震

の残留者を合わせると、 当時のバンコケに残留し

たベトナム兵士の数は約2500～3500人に達したも

のと推定してよさそうである。

これ「〉のベト十ム兵とたちはタイの軍隊の一部

としてj編入されたが，かれらは当時のバンコクの中

Jむか （，数マイ＇ l<1ヒに！誰れてU、たぺンポー（Ba日立pho)

地区に居住していた。かれらは日福映箪に仕えて

いたRfrと同等の地位を与えられた。 ThongDung 

Giamと HoDuong Dueの2人がタイ国防相か

「）こ ］＇）／ 二トナム軍人集同の司令官に任命された。

この 2人の司令官が指揮して， 1787年にパンポー

にタイにおける最初のベト十ム式寺院たる＼Vat

Anamnikayaramの建立を完成している。三の寺

陥lま永らくタ ｛（＇）王室ぜひ仏教界によって公式伝承

部されたかった，y；，ヲーマE世時代 (1824～5tsf)

い至ってはじめて公式に承認された位4〕。

ちたみに，現在までケイ （／）宗教問題者によって

公式に承認されているベトナム式寺院はわずかに

10を数えるlこすぎなνυ その内訳は詰1表のとお

りであり， これによってタイ国内での古くからの

ペトー←ム入居住地域をふる程度推測しうるん 10

のうち七つはパンコクにあり， うち五つは支那人

街ヤけ弓（Y川，araj）にある。ここの大部分の寸＝の

住職はベトナム人あるいは中国人の僧侶で，槽家

もベトナム人と一緒に中国人が多くいる。中国人

とベトナム人はともに大乗｛ム教を信仰しているの

でこうした例も不自然ではないのである。パンコ

クにある寺院のうち，＼VatSammanamborihanの

建立についてはラーマ I世の妃となったベトナム
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1. Bangpho !Wat Anamnikayaram I SjQuang-

I I I Phuoc 
2.そraphanKas !Wat Sammanamborihanl 9IC叩 h-

I I I Phuoc 
3. Ratsawongse I、N'at Kusalsamakon llOIPho-

I I I Phuoc 
4. Yawaraj IW at Mongkolsmakom I SIKhanh-

I I I 日。i
5. Yawanaj IWat Lokanukra I 31Tu・Te

6. Yawaraj 

7. Talat Noi 

Wat Chaiyabhumikaraml 6ITuy-
I I Ngan 

¥Vat Ubhairajbumru時／141Khanh・
Van 

カンチャナブリ
8. KanchanaburilWat Thavornvararam l19!Khanh-

I I I Tho-Tu 

チャンダブリ ｜ ｜｜ 
9. Chantaburi !Wat Khetnaboonyaraml llPhuoc-

Dien-Tu 

ソンクラ
10. Songkhla IW at Thavornvararam I ZIKhanh・

Tho・Tu
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（出所〉 Ministry of Education, Department of 

Religious Affairs, ,1nnual Report of Religious 

;lctivities for 1965, p. 153. P. A. Poole, The 

Vietnamese in Thailand (Ithaca, 1970〕， p.27 

所引。

人女性， すなわち前述の庇福映の姉妹の一人に負

うところが大きいとの括承がある。パンコケ以外

の地域でのベトナム式寺院はわづかに三つで， チ

ャンタブリ， リンクラおよびカンチャナブ川こ一

つずつある。カンチャナブリの寺院では 10数人の

ベトナム人見習憎がおり， その組10人余りのベト

ナム人僧が東北タイにいるといわれる。なお近

年，東北タイのベト十ム入居住地域各地にはベト

ナム式寺院があるけれども、 それらはまだタイ政

府から公式に承認されてはヤないようである。

さて， 18［止紀末のパンコクには，以上のような

仏教徒たるへトナム軍人のほかに，第2のグルー

プとしてカトリック教徒たるぺトナム入がサムセ

ン（Samsen）地区に約580人いたのである。かれら

はタイソン軍力トリック教弾圧を逃れて， 当時ベ

トナムに遠征したタイ軍の帰還に同行してタイに
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移住したものであった位U。

このほか， 18世配末のヲイにほ，第3のグルー

プ。としてチャン々ブ 1）にわずかのベトナム入カト

リッケ教徒が住んでいた。チャンタプリのキリス

ト教徒地匹は 1707年に形成されたが，この地の住

民の大部分は故国でのキリスト教弾圧から逃れた

ベトナム人カトリック教徒であづた。 18世紀にチ

ャンダブりに居住するカトリ vク家族はベトナム

人を中心仁数十にすぎなかった注6¥

2. 19世紀におけるベトナム人カトリック教徒

のタイ移住

19世紀のベトナムにおいて，とくに日朝の第2

代明命（'.VlinhMang）帝時代（1820～－11年）以後，

1884年のブラシスによるトンキン・ 7ンナンの保

護領化の完成までの時期におU、て， 儒教的理念；こ

基づく中目的政治体制を理想とした紹治（Thieu

Tri, 1841～47年〉，嗣徳（TuDue, 1848～83年）などの

歴代皇帝はキリスト（そのほとんど全部がカトリック）

教徒U対して弾圧政策をとった。こうして，ベト

ナム〆人カトリッケ教徒の中にじカトリック教に対

してずっと寛容なタイに避難する者が輩出するに

いたった。 こうした避難カトリック教徒の多くは

タイの東南部に位置する前述のチャンタブリに定

着した。 1830年当時，同地にじグェン・パン・タ

ム（NguyenVan Tham）というベトナム人宣教師

がいた〔注7」19世紀中に立れ程のベトナム人カト

リック教徒がタイに移住したか確定することは難

しい。しかしタイのカトリック教徒数は 1800年か

ら1880年までに1500人から3000人へと少なくとも

1500人の増鳩を示しているが，その増加数の大部

分はベトナム人教徒の移住によるものと推定する

ことも十分可能性があるく注U。

19世紀前半時代，タイとベトナムは互いにラオ

スと共にカンボジアに対して触手を伸ばし， この

悶に介入してそこを戦場に屡々戦った。そのーっ

として1831年にタイの軍隊がカンボジアに侵入し

たが，ベトナム軍1万5000に支援されたクメール

（主主カンボジア）軍に敗れた。との時のダイ箪の中に

約2000人のチャンタブリ在住のベトナム人カトリ

ック教徒が槌っていたという問的。なお，こうし

た18世紀末から19世紀前半にかけてのタイとベト

ナムとのたびたびの戦闘の結果， 多数のベトナム

人捕虜がタイに連れ去られた。現在ノ宅ンコクに住

むベトナム人の中には， こうした捕虜の子孫が多

数混っていると者えられる佐川。

1881年初頭に北ベトナム（当時のトンキン）およ

びラオスのブランス・カトリック・ミッションは

その活動を東北タイにまで拡大した。宣教師の不

足のために， かれらは同地域のいくつかの特定の

村を選んでそこを伝導の重点地域とした。かくし

てグレ（Thale）やタオ・ボ（ThaoBo）などの諾村

のように， 多数のベトナム入居住民を含んで、ほと

んど全村民がカトリ vク教徒になったところもあ

る世11〕。現地を歩いてみても，今日では，こうし

たカトリック村はわずかしか残されていないよう

であるが， わずかに残るそうしたカトリック村の

台民の多くはベトナム人のようであるo

3. ベトナムの民族運動とタイ移住民

ペトナムは 1862年からおは年に至る閣にフラン

スとの問に締結した諸条約によって， しだいに自

国の独立を失ない， フランス植民地としての性格

を強め，ついに1884年のトンキン・アンナンの保

護領化の完成によって最終的にフランスの植民地

となった。フランスのぺトナムに対する植民地支

配は以後第2次世界大戦直後， 1945年9月のベト

ナム民主共和国の独立まで続いたのである。

このフランスの植民地支配については， その当

初から， 1000年の永きにわたる中国の直接支配を
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うけた経験から民族意識の高揚していたベトナム げるフランス軍事力が弱まると判断し，活動活発

民族によ，fご種々の反抗運動が民間されたが，そ 化のチャンス到来とみた。 しかも当時かれらベト

の担い手と質は時とともに変化していった。まず ナム民族主義者を勇気づけたのはドイツ謀略機関

19 世紀末川ら20世紀：I］頭にかけて排外，~：，；i&fこから の晴躍であつた O ドイツ政府は，イ三干、リスやブラン

れた官人（マンダリン〉層による反仏勤王避動が行 スの植民地に暴動を起こさせ植民t也軍を欧チト｜戦線

たわれf士7；、

も一般人iモとの連，：：r；二欠けていたため；二！た敗lこ終 てもi党首L工｛乍ε行なつた。パンコク駐在のドイツ

わつた。ついで 20世紀にはU、つてからは，聞明的 領事が光復会幹部とわたりをつけ，かれらに多額

な文人iifiに」って f'j凶の近代化なU、し百欧化によ の軍＜｛＇f1：：：を与えたのもその現われであった佐12：、。

る反仏運動が展開されるにヨ5・った。ファン・ボイ こうした工作の仲介にタイ在住のベトナム人がー

・チャウ u』hanBoi （一、hau）ヤファン・チャウ・チ 役翼〆pていたことは十分に予想しうる。光復会は

ン（PhanChau Trinh）らによる東遊運動ペ＇ 1907年 この上うな条件のもとで活気づき，へトナム国内

の東京義塾設立などがそれである。 で積機的な反乱活動を推進したのであった。

こうしたJミトナムの民族主義者によって，タイ 一方，これに対してフランス側は中国やタイの

はその国際政治的立場上， あるいは同胞が多数居 軍閥や一部の右派政治家を質収し，光復会指導部

位していることからも，フランス官憲から自己を を逮捕させた。その結果，光復軍の総指揮官ホア

比較的安主に保護しうる土地とみなされた。タイ ン・チョン・ 7 ヴ（HoangTrong Mau）も他の10名

倶！としても， フランスとの対抗上，初期には慎重 の指導者とともにタイで捕えられ，本国のナム・

ながらもかれらに支援を与えたのである。かくし デーイン（Namわinh）において殺害されたのであっ

て，以後タイは中国と並んでベトナムの民族運動 た（注目）。これを契機にベトナム光復会は崩壊の道

わーっの中心地となったのである。 をたどることになるのである。

ベトナム光復会の設立者たるファン・ボイ・チ 第 1次世界大戦後，ベトナムの民族運動は新た

ャウは上記の東遊運動を展開するにあた円て， タ に爽／》たブソレヅョアジーや労働者などが主要な担

イをベトナム青年全革命的訓練のため H本や中L"i ぃ手となって皮肉されるに至るが， まず勢力をも

に送るための足場として利用した。かれ自身， 190ら ったのはブルジョアジーによる民族運動組織であ

年もしくはその少し後にタイを諸れて」 ιる。この った。なかでもグエシ・タイ・ホック（Nguyen

東遊運動によってベトナム青年たちは日本に遊学 Thai Hoc）らのベトナム国民党は中小地主，イン

したが， H本は llJ07年の日仏協定の締結などを契 テリラ~？i少民族資本家などき：中心に勢力を有した

機にフラシて側の渓詰をうじて翌 190付与ミヘトナム が， 19；均年にく二の国民党が指導したイエン・ノミイ

青年たちを国外追放に処した。 この時，日本を迫 (Yen Bay）兵営襲撃事件はインドシナ官憲によっ

われたへトナム青年たちのある者は中Iiiに赴いた てたちまち鎮圧され， グヱン・タイ・ホックをは

が，また他の一部の者はタイに渡ったのであった。 じめその指導的幹部はほとんど処刑されて壊滅し

19l4if, ヨーロッパで第 1次大戦が劫楚した。 てし主った。

八トナム光復会は欧什i戦争のためインドシナにお こうして，ベトナム両氏兎壊滅のi受をうげて，
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1930年以後ベトナムの民族運動の主要な担u、手と

なハたのiま労働者と農民であり， これらを組織し

たホー・手・ミン（Ho℃hiMinh）を中心とする

「イン r:・シナ共産管」であった。 三のインドシナ

共産党の指導によって，ついに 1945年 9月2日，

ベトナムは「ベトナム民主共和国」の設立によっ

て独立の回復ι成功す石のである。

さて， 二の fンドシ十共産党の t¥'1導者でjりり，

のちのベトナム民主共和国大統領たるホー・チ・

ミ乙（ま平く 1問（）年初期から院愛国（NguyenAi 

Quoc）の名で世界各地において民焼解放運動を展

開していた。 1925年かれは広東において「ヘトナ

ム青年革命同忘会」を結成するが， これがのちに

インドラ十共産党に発民するのである。

ホー・ヂ・てン♂〕タイでのロ立＿，た情動ii192民

年に始まっているらしい。すなわち同年秋ホー・

チ・ミンはタイに行き29年末までタウチン（Thau

Chin）の名でウドン（Udon）やサコン・ナコン出akon

Nakhon）を中心にケイで生活全送 Bた（iliのが，そ

のR司同 llliで「ンヤム在fl，：アンナ〉入親受会J(H< ｝ l 

Th，ιrn Ai '.¥gm 

ベトナム学校を設立し，『親愛』 （ThanAi）紙の発

行などを通じて， タイのベトナム人移住者の政治

意識とく L祖il.1ベトナムの独立に対する理解なら

び仁その運動への参加芯識の荷揚；二努めるととも

に，「親愛』最長をベトナム本国；こも送り込んで革命

運動に指導的役割を与えていたのであった悦15〕。

かくして1930年 1月6日，ベトナムの共産党の党

統一会議はホー・チ・之ンの司令のもとに，香港

で開催され， Pl年2バ3日，二：つの夕、産主義組織を

統 A して「ベトナム共産党」（VietNam Cong San 

Dang）が正式に成立するに至るのであるc 同党は

さらに同年10月，コミンテJレンの指示に従って「イ

ンドシナ共産克」と改称された。

インドシナ共産党時代位も， タイは依然として

ベトナム解放運動史上；こ大きな投訴を果たしてヤ

る。 1933Ip 4 Ji，タイのヲオス国境沿いのノマシ・

マイ（Ban幽Mai）において，ホー・チ・ミンの司会

の下にインドシナ共産党の党再建会議が聞かれて

いる f注16）。これは1935年3月にマカオで聞かれる

ことになる第 1田党大会の準慌の役割をも果たし

た重要な会議で、あった。

-JJ, こうしたペトナム共産主義者のタイ国で

の活動はタイ国内とくに東北タイにおける共産主

義活動の高揚をもたらした。前述のパン・マイ会

議に出席したのと前後して， コミンテルンの東南

アシア代表としてのホー・チ・ミンはとくに東北

ケイにおける共産主義活動の仲長に種々画策した

らしL、。 1934年に「青年シャム委員会」（Committ問

。fYoung Siam）と呼ばれるグループが宜伝活動を

開始したが， それには広東人とともにベトナム人

が密接に関孫していたとみられる。当時若干のベ

トナム人民族運動家に対してタイ裁判所の下した

主主主Mの事！？？とが正［がったのは， E正し、ιなく， このタ

イ人どベトナム人共産主義者との提携を恐れたた

めであると考えられる位17〕。さらに1936年に東北

タイのコンケ」ン（Khon I<aen) :!+Iでタイ初の共産

主義吉のデモが行なわれたが、 それは主としてベ

トナム人から構成されてし、たという〔注18）。永い王

制の伝統をもち宅本質的には反共的性質を有する

グイ国家および国民は， ベトナム人による共産主

義思想、の自国への持込みを強く警戒し，以後タイ

人はしだU、に自国在住 fユーン」（Yuan）すなわち

ベトナム人に対する警戒を強め、 かれらに対する

不信感を募らせて行くのである。両民族には，も

ともとタイがインド文化闘に属し， ベトナムが中

国文化圏に属するという文化的性格の相違もあ

り，両者の間にはしだヤに大きな違和感ボ醸成さ
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れていくのである。

その後，第2次世界大戦下においては，インド

シナは従来のフランスと並んで新たに日本軍の進

駐を迎え， こ乙に民族運動は反仏・反Hの運動を

展開することとな＂＇＇え。インドシナでは 1941年12

月，反fム・反日運動を展閣するため共産党をふく

めた広範な国民戦線としての「ベトミン」（Viet幽

M凶1）が結成された。そしてこのペト主ンは鋪2

次大戦直後のインドンナの政治的立白をうまく捉

えて‘ついに1945年9月2日のベトナム民主共和

国の建国を果たし， こ三 lこベトナムは念願の強立

回穫を迎えるのである。

当時タイ在住のベトナム人移民の大多数は，心

からこ二のへトナム民主共和国の独立を祝福した

（注目。かれらの中Iこtまま j三故凶ベトナムの親類縁

者との関係を緊密tこしている者もいたのである。

なお、この第竺次大戦の閣， タイヘ亡命していた

ベトナム革命家もいたが， 当時タイ警察は同国が

共産主義を警戒し， また当時この国が対日協力路

線をとっていえためもあってか， こうした革命家

の劃きを厳重に監視しており，見つかって投獄さ

れた者もいた位20）。

第2次大戦臨後のベトナムの独立回控はぺトナ

ム民族の心に限りない喜びを与えたが， その喜び

もつかの間ベトナムは再びインドシナの再征服を

目指すフランス勢力の復掃に直面し， その独立は

危機（こ瀕したコベトナム；まもちろん，インドシナ

諸国の民抜主義勢力はこのブ弓ンスのインドシナ

復帰に皮抗して立ち上ったが， こうした第2次世

界大戦直後のインドシナにおける政治的激動に伴

って，従来からカンボジアやラオスに在留してい

たベト十ム人のうおで難を避けてケイに移住する

者が多数出たっ これがいわゆるタイのベト十ム難

民である。 との難民の到来はタイにおけるペトナ

74 

ム人移住史の新時代を告げるものであった。

なお，上述したようなタイにおける初期移住ベ

トナム人（およびその子孫〉の近年（1965年ごろ）の人

口数はプール氏の推定では約2万2000人である

が，その居住分布をみると全国各地，少なくとも

:Hカ所以上に分散していることが判る (i_l21)。かれ

らの居住地域は大きくいって，（1）パンコクおよび

その周辺地帯，（2）南東のチャンタブリ州とその周

辺地域，それに，（3）ラオスとの国境たるメコン河

に隣接する東北タイの諸州の 3地域に分けること

ができょう沼野。その人数分布をみると，前記プー

ル氏の調査結果では，（1）地域がバンコクの3000人

を筆頭に全部で約9300人，（2）地域がチャンタブリ

(5900人）を中心に約7900人，（3）地域がタレ（2000

人〉，ナコシ・メノム（1200人）を中心tこ約4800入とな

ってL‘る。かれらはタイ同において，農民として，

またなかんずく優秀な手工業職人として， あるい

は小売商人などとして高い評価をうけている。わ

れわれはバンコクでベトナム人のクリーニング屋

を利用し， また東北タイなどを旅行して，自動車

が故障したりした場合， いつも世話になるのはベ

トナム人自動車修理工なのである。

〔注 1) trH稿「ア品タヤ王朝時代におけるタイ華僑

のよと筏」（『アジア経済ム1968年 6) J号），42～58ベージ。

f注2) 『犬南定録』正編第一紀。 LeThむ1hKh占i,

Le Viet-Nam, Hist併合etCivilisatio坦（Paris,1955), 

pp. 302, 313. r，お，この日以狭（NguyenPhuc Anh) 

の9イ亡命時代をはじめ‘ラーマ I世時代のタイとベ

トトムとの交渉を主としてタイ史料によって考察した

ものに KlausVVenkの下記の研究がある。 Klaus

Wenk, The Restoration of Thailand under Rama 

I 1782～1809 (Tucson, 1968）.タイ和lj史料ーとは抗告で映

は， 1792午を慨に，それ以前!JOng Chieng Suとし

て，それ以後は ChauAnnam Kokと呼ばれている。

C，上 3) こJノ話は Minh Tan, No. 26 (June 25, 

1965), pp. 42～43にも記録されている。なお Mi耳h

Tanはサイゴンで出されている儒教関係雑誌である。

（注4〕 PeterA. Poole, The Vietnamtse in Th-
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ailand, A Historical Persρective (Ithaca, 1970), p, 

25，本書tt現地での関泳者多数との11'ii接調fの結民を

も合ん打、数少だいタイのベトナム人間患についての

調査研究にうちこは最もまとまった研究書にある。祭

者：）＇.本柄、執筆；で際 L，も，木書に！＇tうと”ろがたき

かった。

（注5) P.A. Poole, The Y iet坦amcsez・ll・・…，p.32, 

n. 4. 

（注6) P. 0¥. Poole, The Vietnamcs,: in .. 

p白 32,n.2.ベトナムにおけるキリスト教弾庄の歴史に

勺いて仁次の日「たがある。 Trι口－Minh-Tiet,Histoire 

des Persecutions au ViU-nam (Paris. 1955), 277 p. 

（注7,: Marcel Gaultier, i'Jinh ]¥,fang (Paris, 

1935), pp. 145 et seq. 

〔庄8〕 P.A.. Poole, The Vietnamese in…・， P

34, n. 12. 

（主 9) M. (;aultier, Minhι｛anふ p.145. 

（注10) Virginia Thompson, Thailand，γhe 1Vew 

Siam. (:-Jew Yれrk,1941), p. 13. 

（注11〕 P.A.Poole, The Vietnamese in, ....・，p,28.

（注12} Le Thimh Khoi, fr Vietλ：am .... , ,p. 389. 

（生13〕 谷川栄殻『賀商アジア民枚解放運動史j（東

京， 1969に〕，り1-＇.ー／行

Cit 14) Le ¥/Ianh Trinh，“In Canton and Thai-

land，＇’ Days with Ho Chi ]¥finh (Hanoi, 1962), p, 

118. 

（注15) I. ¥1ilton Sacks，“Marxism in Viet 

Nam，” Frank N. Trager, ed., Mar.rism in Southe-

ast Asia, A Study of Four Countries戸tanford,

1959), p. lゴ3.

（注16〕 I.M. Sacks, ,'¥farxism in Southeast・・・…， 
p. 1:27. 

（注17) V. Thompson & R. Adloff. The Left 

1Ving in Southeast ,4sia (~·,ew York, 1950），犬）［手

孝平訳『東南アジア』（東京， 1951年）， 67ベージ。

Charles F. Keyes, Isan: Regio削 lis澗 inNorthe-

astern Thailand (Cornell Thailand Project, Data 

Paper No. 65. 1%7), p. 23. 

（注18〕 V. Thompson & R. Adlo百， TheLeft 

lVing in・ …，『以南アシア』， fi8ベージ。

（注19) Bui Quang Tung，“Contribution to the 

Study of Vietnam田 eColonies in Thailand," Fran-

ce-Asie, XV (sep. 1958), pp. 439～451. 

〔t主20) ジョピブR・スタロピンち，皆！昔、す蔵書U＇ふ

の限でみたインドシナ』（東京， 1955年）， 12ベ－ yo 

（法21) P. A. Poole, The Vietnamese i.庁、

pp.30～31. 

f注22) 本稿てはタイの地方行政機構名について，

使仕上チャンワット（Changwat）を州と訳しているつ

匝 第 2次大戦後のベトナム人難民を

めぐる諸問題

1. 新規ベトナム人難民の到来

第2次大戦までのインドシナで， フランスがカ

ンポゾアやラオスの行政にあたって， その下級宮

吏としてベトナム人を送り込んでいたことは筆者

がりンボジアのベトトム人間閣題について論じた

前担問稿におし、てすでに指摘したところである。

このほか， これら両国で，ベトナム人は経済的に

も A 般原住民よりも商い地位を占め，華僑と並ん

で大きな勢力をもっていた。すなわちdζ トナム人

は洋服仕立業，製靴業，理髪業，溶接工，細工物

師や機械・自動車修理業など種々の手工業職人，

それに書記，タイピストをはじめ，一部商業など

の面で大いに勢力を伸ばしていたのである。

第 2次大戦中を通じて， よ二れらカンボジア・ラ

オス在住のベトナム人たちが当時ベトナムにおい

てホー・チ・ミンを中心に民族統一戦線として反

仏・反日運動を展開していた「ベトミン」に対し

て積極的な支援を行なっていたというわけではな

かった。 しかし，第2次大戦直後の1945年 9月2

1 ベトナム民主共和国の独立宣言が発表されて

以後は急速に民族意識を高め，植民地支配を続け

てきたフランスに代わって祖国が自国民の手に戻

ったことに感激し，限りない愛着を覚えたのであ

る。以後かれらはホー・チ・ミン路線iこ対する支持

の気持を強く抱くに至った（注1）。したがってJミれ

らは1945年秋から，フランスが再びインドシナに

対する植民地支配への復帰の意図と行動を明らか
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にするにつれて， これに1敬しく出り，抵抗さ行な 入シサパン・ボン（SisavangVong）匡i王を追放し

う；二三台、ったのである た。 19,15年IOJlには首都ビヱンチャン（Vientianめ

たとえば， カLボジアで；土終戦か九ゴ tJn後ハ iこ対仏抗戦臨時政府を樹立して， ラオスの独立を

1CJ,J5午10.H；二‘イギリス軍合中心とした述什平山 立正した。しかし，このラオ・イサラは翌 1916年

支民！っこっランス勢ノりが巧びi¥['ll]iし『 :'_¥ il;jJ）古111 3 J Jラ iザ進駐したフランス軍によー pて次々とその

でおり、 戦11fji山中川反仏行引を通じて民民主主主‘ 根拠地を陥され， ついにメコン河を隔てて隣fまの

として lよ〈勾lられていた、pン・ゴク・ゲン i:';on タイ東北段目こ！脱出しなければな.－， ，＇.よかった心二 ・1¥

:¥p.nじ Thanh）を逮捕し， fイコ、ン；二j三仁I> （／バ〉さ この時二のラ寸・イ十ラと共に 1万数千家族にのぼ

らにフヲ J ス；二送ソ －c これをl~~たした’ ii, 2 J。 るごy寸主在住ベトナム人たちがそれぞれ同住地の

''j時のカ／ + / －，，在住ベトナム人：上守 、ノ：／・ゴ メごZ:,. ;;,sをはさむ立、tfi:（／）東北タイ誌J1,1に移忙した

ケ・ケン iこ，；ト寸ム人ジ）_il]lがHULておリ， -f)- ｛二f ので〆b ,tこ。武装したヘトミン努力tt在住ベトナ

ンで教育をうけた人物であらと‘、うこともあ p ム人たちにできるだけラオスにi上主 J hてば仏闘争

て？；ぅ、れを支Hし司 む汁｝＇＼！長士布！土ご Lヴ三ゾJで？h-' 士民！出すと）ように；Jt1l1令Lfこようであるが， 在住べ

た。、ノン・コ 7.γ ン刀A 連出さ，jG/:. ,' J ＇.！：契機；二、 ト寸ム人たち；立i王とんと、若のみ毛令のま主て‘， 4、舟

かJLと主d長を：［，，］じくする{f[¥l、‘jこ：：， 1土当Ii寺廿イ ν勺支 でt，る＇.、 i.t i土j灸にi主泳し、で、』コンi百［をi度＇）て夕イ

配 i、に占〉〆 yたノ；，，ゲンパン！Bυlt川 n

ム I｝ア、／マ一 1メl印口 Reap) )II乙，ど北西諸＋ii；二逃Xe, ブラ〆スifはこうしたゲ f仰iへの脱出すに砲火を

そこを主主主としてり J;j；シ、アの半期独立実現v>ix: iri s:_i:、1二た。そしてii寺には，その砲火；土メコン対Ft

（ム闘争にはい J ! tこのであるっ こ山ヤルーペ土＇； / のワ ｛ ()l!] /ff, If] （たとえばナコン・パノムく>Jakhon

ール・イサ弓ク，r-.:hmer I a,ara 

（｛）＂↓jに多数のノく lj→ム人も足ってL、たのである。 rr Iニのほかに， 第 2次大戦点iをから克年 2J-Jに

jif:君主 i)1~JJ 政治家イリディ（／）指導下にあ－ ＇たゲ f政 かu－ての時期には，復帰したフランス怖の圧迫を

府；：しこうしたば仏闘争を展開してL、るh＇：成主義 逃れてサイゴンたど／ミトナムイ王国からケイに亡命

'"(iに1,,1'：古を示 L, カ寸l人；ニ隣接の守イ詰＋11，－－.のrt する二行も汗千はいたようである（iiι 九

来や移住をY-1:r;J)；したのであった。カ＞ ;J:、シアの百 さて，東北守イ iこデ；j右こしjこ避難民f二九；土、民初

;'¥Ml'i日II：こL、たペト十ム人数百人が l叶，15i['-9＇にケイ はケイ官）l°＇： に上って総織的に居住主主鈷させられた

のプライーンつ 1) (I'れ1chinliuri} d、防住LJこ，，， :1 -, り抗日j!Jしたりされなか－：，たのでその人数を正しく

一方， ラオ L居住ゾ〉ベトナム人もヤ；士り第三次 把搾－j－ることはできなかった。のす〉に乍イ政再rnu1

大戦i江後円ブニFンてのインドシ十辺町に強く｝ズ付 で i工，終i~x直iをの時期にカンボジ7やラオスから

L, 終戦直後にてブァヨボン段下 fフラす－；， (') ft:tt 移住してきたベトナム人の家族数は 1万3000,%1と人

主義者に上－，て結成された反仏吋f-;j;(T）ラ寸・ 1+I- 数t土－17i6700人であ〆〉たど推定してL、る＜i! 7）。もち

ラ：LaoIs忘れれし白山子寸ス）を支持して L、たむこの ろ／！ノラそのう九の大多数はラオスからの避難民で

ラォ・イサラはフ弓ンス軍のラオス再進駐に先立 あらノぷ、 元寸しらは北ベトナムl出身者が多く，した

って；王者111レアン・ －／ 三7〆パン（Luan日 l'rahanp.）を古里 がって政治的立場；としても当時の J ミトミンを支持
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する者が多くを占めていた。かれらのタイでの定

住地れしと弓オスに住んでいた時の£コ〉河対岸

地区グiJI｝（~；－＇.＇多かった｝すなわち，も l:'..パピエン

チャン居住者はノンカイ（NongKhat〕とダボ（Tha

Bo）に， ダケグにいたものはナコン・ノfノムに，

サパナケ 1 卜にいたもの iまタト・パ／ム（That

Phanom) －＼＇＇ムクダハン（ f¥lukdahan）：二時 とL、った

具合に分布していたのである。

かれらがタイで生活するについては，東北タイ

に昔か二住んでいて， 一！で；こ自分た；c,／｝， ラオスに

いたl守主ε「、ふる程度採触のゐった上jJ_?.；川、わゆる

初期移住ベトナム人の子掠の援助をうけることが

多かったl 周知のよろ；士‘ dコン河v)1,1,y却に分布

するJ;-r}/th'.: ;t，人種的にはをもにラ寸人て、あるの

で，国籍こそ違え同じ人種のかれらの聞にはつね

に往来があり，それに付随した形で、両岸のベトナ

ム入院］；二（長触の機会二＂ tかったと校定さ九る。

移住？え崎氏；ま農民として，なかんづイ小主業や機

械修理工など手工業職人として生計を立てる者が

多かった。当時この東北タイにはいまだ華僑の商

業なU、し流通経済網か完成されておん寸， この間

隙をぬ！て 4 くトナム人直人；j、， この地域でかなり

の勢力と地位を築くことが可能となったのであっ

た。当II寺し／） ，，イ政府も、そJ〉進歩的・tiH各i：ラまた対

ブラシス政策など外交政策｝，の思惑もあって，こ

の避難民に好意的で， かれらを政府の土木事業に

雇用したり，かれらのために100万ノミーツ（＝5万U.

s.ドル1;-:_ /! :;fる資金貸付を行なったりした。タイ

政府l土7'.'• ;j l, ；・，のうちの希望者にはケイi;J 援を与

える旨を宵明したが， これを願う者は少なかった

位 8〕。当時，ベトナム人難民たちのほとんど全部J~ 
、
よ

自分7三士， ：.•） ヤイ滞在u、ど：りくまで一自寺i'r''.l ぷものであ

ると考え

の避難民に対する統制は緩やかで，だいたい郡

（アンプ－ Arnphoe）単位ごとの避難民の代表者に秩

庁：の維持を任せていた。この難民の地域代表は難

民内中でも先鋭な政治意識の持ち主， したがJフて

ベトミン路線の忠実な信奉者が選ばれたが， この

代表たちはのちに「ベトミンの代理人」 として知

られるに至るのである。

さて， こうした難民対策にも反映されているよ

うに，この当時，進歩派のプリディ（PridiPhano“ 

rnyong）の指導下にあるタイ政府はベトナム，カン

ボジア・ラオスな立！日フランス領インドシナ諸国

内民族主義宥の反仏運動fこ対して非常に好意的で

あった。 1946年からはベトミンの情報センターが

パンコクに開設されており，イシドシナ識国の多

数の運動家た九がケイを根拠地として，避難民の

支援の下に活動するのを許し， これら諸国での反

仏闘争のための武器・弾薬やその他の必要諸物資

がゲイ経由にて各folfこ送り込まれた。プリディは、

この当時， 国際関係において， 上記インドシナ諸

国をはじめ東南アジア各国の独立運動家と交流を

深め，「東南アジア連合」（SoutheastAsian League) 

を建設し， 自らそれを主宰する構想、をもっていた

のであった。

2. タイ政府の政策変更とベトナム人難民

上述したようなタイのベトナム人難民をとりま

く好条件は， 時の経過とともにしだいに悪化の傾

向をたどりつつあった。すなわち， 1946年6月，

タイのラーマ四世＝アーナダ・マヒドン（Anada

Mahidol）国王が変死したが， この事件についての

海疑をうけたブ1ヂィは 21主も同外に長期逗沼す

るようになり， またかれのグループ。の政治家によ

る腐敗行為と，無秩序が高まってきたこともあっ

て， この時期以後タイでは進歩派が後退し，保守

派政治家が勢力をもつに至った。 ここに至って，

保守派とピブンを中心とする軍人保守派が連携す
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ることになり， ピブン（PhibunSongkram）は再び

1947年11月のクーデターで政界に復帰した。

こうしたタイ政治における保守化欄向ととも

に一方，国際情勢面でもタイをとりまく環境は

大きく変わりつつあったO すなわムアメリカを中

心とする西側陣営と中ソを中心とした東側陣営と

の冷戦の激化であり，さらに1949年末には，タイの

北部でわずかのビノレマ領を挟んで閣境を接する中

第1図タイ政府指定のベトナム人難民居住区域（1949年）
Mekong i可

〈夕、／六

国に共産政権たる「中華人民共和国」が誕生した。 '¥...Burma 

このことは保守派政治家の指導下にあるタイ政府

に共産主義浸透への脅威を感じさせた。 ここにタ

イは反共の立場を明確化L, アメ 1) f］との提携を

深め， その援助をうけ入れるに王「たのである。

1950年にはタイとアメリカとの間で経済・技術援

助協定および軍事援助協定が締結されている。

19日年には MSA（相互安全保障条約〕で軍事援助

が強化された告別。

このようなタイの内政・外交面での政策変更，

新体制による反共政策の採用；主主然のことながら

その対華僑政策とともに、対ベトナム人難民対策

にも反映されるところとなった。

すでに若干触れたよう；ら タイのI-El家ないし国

民はベトナム民族との聞に， この当時までに強い

違和感をもち不信感および警戒心を抱くに至って

いたのである。すなわちこれら両者聞には文化的

思盤の基本的相違が横たわっており， さらにタイ

は18世紀末から 19世紀前半にかけてのカンボジア

およびラオス支配をめぐる戦闘を通じてベトナム

への対立意識を醸成され，また下って 19世紀後半

以後はベトナムがフランスの植民地支配下にはい

ったのに対してタイはそのフランスと対抗関係に

あるイギリスの強い影響下におかれたこともあっ

て，三のベトナム民族への違和感ないし対立感・反

感は助長されていた。さらになかん－)2く1930年代

ゥ8

Malaysia 

（；当 地区J_上の番号は本文中iこ掲げた小ii番号に対応
する。

以後はベトナム民族主義運動家によって共産主義

がタイに持ち込まれたことで，一層ベトナム人に

対する警戒心を深めていたのであり， またまた第

2次大戦後に北ベトナム出身者したがってベトミ

ン支持者を多く含む難民を抱え込んでL、たが， こ

れが北隣に新たに成立した共産主義中国と結んで

タイの国益に反する行動に出るのではないかとい

う警戒意識をタイの保守派政権が強く抱いたこと

は容易に想像される。

ピブン政権は1949年，ベトナム人難民居住地を

東北タイのメコン河沿い13州（1.Chiang Rai, 2. Nan, 

3. l:ttaradit, 4. Loei, 5. Nong Khai, 6. Nakhon Pha-
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nom, 7. Ubol Ratchathani, 8. Sisaket, 9. Surin, 10. 

Burir姐 1. 11. Prachinburi, 12. Ch担 taburi,13. Tratの

諸州）に制限した位10）。その地域は第 l［；｛！に示す

とおりである。この措置の図的が，これら親ベトミ

ン・親パテトラオ（したが引でまた親中共〉のベト

ナム人難民に上って首都ノミンコクをはじめタイ国

内各地仁共産主義の影響力、；拡散されるのを防ぐこ

とにおかれていたことはいうまでもない。 しかし

結果的には， この居住制限措置によって，タイ政

府が所期の日的を達したと（れ、えなかった。

1950 ・fj三初頭，タイはベトナムの親仏パオダイ政

権を承認し，同時に以前からバンコクに開設を許

していたペト空ンの情報七ンターの閉鎖を命じ

た。またゲイ政府はフランスlこ協力して宅 イ々・

ラオス国境の監視強化に乗り出してU、た。そして

同年さらにベトナム人難民の居住区を東北タイを

中心とする 5川IC上記1949年の指定13州のう丸（1)

Nong Khai, <21 Nakhon Phanom, (3) Ubol Ratchashi-

ma, (4) Sakhon Nakon, (5) Prachinburiの5州〉に限

定した位11＼なおこの年ベトナムのパオダイ政権

についで， カンボジアとラオスの両国がワランス

から限定独立を得たが， これを契機iこ，タイに亡

命していたラオ・イサラのスパナ・プーマ（Souva・

nna Phoumaj殿下ら寝健派民族主義者はヲオスに

帰国して同政に参加した。

1951年，タイ内務省はベトナム人難民はこの指

定された5外｜のどれかに居住し，居住州以外の州

に旅行する際は事前にケイ地方官憲から許可をう

けなければならないことを定めた法律を公布した

〈注12）。この法律は1971年ま助主もなお有効である。

この当時から， しだいにタイ政府はベトナム人難

民に「居間外国人Jの地位（alienstatus）を与える

ことを拒否するに至った。なお 1950年現在で居留

外国人の資格をもっベトナム人は約1万1000人い

た。居留外国人となれば，上記のごとき難民に課

せられた種々の法的制約から免れることができる

のである。しかし， ピブン政権は第2次大戦中，

日本箪と協力し連合国軍兵士に対して苛酷な取扱

いをして国際的に非難された経験に鑑みて，ベト

ナム人難民に対してあまり強硬な措置，たとえば

他州居住難民の 5州への強制移住措置などはとり

えなかった。 とくにそれを地方ベースでみると，

ダイ官憲のベトナム人難民との関係はプリディ時

代とほとんど変わらなかった。難民たちは違反者

に対する村八分的制裁をもふくむヘトミンの強硬

な統制のもとにおかれていたようである。

1946年末以来闘い続けられてきたインドシナ戦

争でのベトミン仮1］の勝利が明らかになった 1954年

初期，タイ政府は今度はベトナム難民たちをラオ

ス悶境から離れた内陸地域に移動させようと闘っ

たほ13〕。しかし，これに対してベトナム入難民た

ちは官庁にデモをかけ， その他種々の形でタイ政

府に抗議した。 ラジオ・ハノイ（RadioHanoi）の

放送もこの運動に大きな役割を果たした。 こうし

た運動は東北タイのタイ人の同情を得，ついにタ

イ政府をして計画を中止させるのに成功したので

あった。

3. ベトナム人難民の本国送遺（その I〉

インドシナ休戦に関するジュネーブ協定成立

(1954年7月21日〕の直後， タイ駐在アメリカ大使

ウィリアム・ドノパン（WilliamDonovan）はタイ

や南ペトナム政府官吏をバンコクに召集して， タ

イ在住ベトナム人難民の南ベトナム送還の可能性

について討議を行なった。 この際南ベトナム代表

はあくまで自発的帰還という原則を主張すること

から一歩も出えなかった。その結果，以後の 4年

間（1955～58年〉で，ベトナム人難民約200家族がタ

イから南ベトナムに帰還し定着したとみられる。
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ていた日本在住朝鮮人の本国送還に関する北朝鮮

〔ご収鮮民h主義人民共和国）どの関係に｛放ったも

こうしたタイと南ベトナム両政府によ

ってili灼られたベトトム難民の送還は，

しカ‘ L,

この1958年の時期にタイ政府がこののであ，〉た。

考該問題

につL、ては 1¥i，くトナム上りも優先権をもっど意識

している北マミトー←ム〔二くト叶ソ、jミij'.~干11f'Ej）を刺 この時期にベトナム共産問題をとりあげたのは‘

さらに東北／.；ィ主義者の圧力がラオスに渉透し，1,;JJI交！｛マヵ；激L，二lヒベ卜十ム；土ゲイ政！｛fに対して‘

ヲー
」

れに対処する日的から出てし、たことは疑うべくも

たかった。すでに1955年，ラオスで王同政府軍と左

派で存共のパテト・ラオ軍との｛討に武力抗争力：発

に向けられる可能性が感じられたことに鑑み‘ベト十ム人難民を「集中キヤンイーiに押し込んで

とする！］存手日計u可をたてた三とに抗J長ーした〔／＇. 14¥ 

く19,J日年九ぺ》5(i1'-にかけて‘ヰlゾによる弓L手II

し上うセfこかれム 5:「股遂！L、ることを:Jt，有！：し，

生した際，ケイはlli：むにラオスへの介入をSEATO

ラオスからの正式要請がなかっよこ

共存政官，l) 採用灯、ど IB ド（~fl雫i立の緊張緩和という事

情もあり， に要請したが，ケイ ，／）ヒ＂ブン政権は従来 if）頑固な反:j:l：、一

のでこのタイの要請は拒否されたというような手～

刊ーが発1ミしてレたのである。

タ｛oJ¥; j-q寸i：のチュムボ、ソト殿下からの吉簡に

ぺυ：〉わけjjf~-.(,; 

[,t] !I女1在；：tnWf,fii王女＇.：1：£でもこj1 ：布一乙J：打九II¥ミ；！1ノ iこん

に対するす］干11i仁？ぜ、し i斗化政東を探用したのである

赤十字国際委員会（ICRりの副委fafする；i互芹で，三ト トキム人＇~［民に対して tt;hくセで華僑11＇目、

タイと只jkはケイのrJJし／1::l；こ全面的支持を与え，共産主義のに対してのようた日化政策をと「一〉寸，

1ヒベトナムのJ.L1赤十寸：社の［／＼］で直践活し合いを進またぜ、トデム人難民日替のJ-1；大主WJI：ア「＜， t:ニi/Jラ

ノミンコケび〉めるのがtfr苫の道であると示唆したの数が華僑放などにJtべて少人紋ご ιあることか

タイ政！日のJ}IJの要請にたiするJ三インドk｛史郎i土，、！ム本11Jに送i宝！弓とし1li！交1完全一ムλ 「’ ール

3~ ［』－ど

北J くトナム政府はすでにふj目に帰国を,t；：の中で，立して｛引当 L1こι

希望する難民を受け入れる府立のあることを言明ベンドンでのアジア・ γフ 1）力会議J CJSS年1「，

タイ政府による難民の本国送したとifべてL、た。：二川l市した’J ( f日夫：士；［ヒヘトナムft去との同にJI二

公式に遅刻氏 ））送還問題につし、て討議したや、 とくに市ベトナムとの¥J]I漂陪lf系1::.,j宝の提案は，

北ベトナムにとり大きな手1)/i＇.~も対抗上からも，この問題がj,11)首！Illしカ・し それ以後：t年以］：の間‘

1959年初頭、赤十字国際委員会からアンドレ・

デュラン（AndrとIJu rand）氏が守イに派遣され，

かhはチャロヱム・プラ十ンダ（Cha[ocmPurananda 

タイのノミスツール研究ffilD博上と共にJけ、ナム人

たらすものであマ｝たのであるのでどりあげられる二とはなか＇｝た。一方、この！日 j

避難民主二でタイ政l{j；土市ベト←ム政府とのtillに、

きるだけ多＜ j右J 、トートムに送還十；：， 15企業に－ ) ＇，、て

協議をT}i;ねて＇・リピ i！＇， 妙案はと［うまれなか ・｝ fニ。

イ々タト市街、i工戸1凶赤 i千195科年戸月；二至•）て，

そしてその校察

の結果，かhらが面談した難民の大部分およそ

90＇；：，までが北ヘトナムへの送還を希望して ν、ると

難民の主要居住地区を訪問した。社内；，；；1J総裁代理の千ュムオ、ット（Chumhh《》t）殿下

；［じ－＜トナム赤ト字社との間に難民送還条

j可能性につL、て :J-T~；ちする上う要請を行な

市

な

述べたこと，残りの首はタイに残留さと希望し，

ベトナムへ送還を望む青は皆無であったこと、

IIJ交のえとL、同iユJ問の問題解決策として保ら

当時口本政府によ。てru:illiさ7,1

・.f二、

;Jl fここの力式（士『
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どを 3J--J Aミ；こ発表した（注16）むラュラン氏はその後

ハノイに社主北ベト十ムのぷ十字関係者と討議を

撞ねたのち， タイ・北ベトナム両国の赤十字代表

が国際主員会の主Ht：によってレユネーブで会合を

もつのがよいとの示唆を胸に， 4月にバンコクに

叩着した。両国政i(f'E結局，両国間会設を 6月に

始める斗と， そしてその場所としてはヒルマ政府

の許可を得てラングーン（Rangoon）で行ないたい

という点で、忌見の一散をみf二z

前教育相のプラ・ティラナサン（PhraTiranasan) 

氏を団長と L，団［cJ.にプラナふグ博士をも含んだ

タイ赤十字代表団が編成された。タイ，北ベトナ

ム両国代表の会談；;J:fi月20r:l：土［濁始される筈でか

ったが，勺ユ二ン・ノリ・トゥー（Nguyen¥' an Thu) 

博士やグエン・パン・ルー（NguyenVan Luu）氏

で構成cs;! l ，；~，北へ｛ーム代去出のラングーン延着

で会談開始は数日おくれた。会談はまずアンドレ

．デュヰン Iミの地併をめぐる手続問題でごじれた

か，結局，同氏は u moderator" （調整行）と呼ば

れることで結着をみた（注17）。 7月10日，タイ内相

J ラパート，Praph川将軍は、 1べてのこ子続問題が

結着し会談は難民の送還問題について討議し始め

たと発去しfこ。

しかし，同月20日に同氏は新聞記者に対し，主

談で北ベトナム側が討議問題を難民の送還からか

れら難民n七イで山生活条（刊にすりカ、えとうと努

力しているとし， もし南北両ベトナムともに難民

の受入れを出まなv、hら， 三千として J川、ナム人

難民を国境地域から内陸部に移すことを考慮した

い旨を述べた（注18), とのタイ内相の発常に刺激さ

れて， iヒヘトナム寸、十字代表団も 8月 4bl，難民

の受入れを「原則的に同意するj旨を明らかにし，

以後会訣ば本格的な劫’民送還問題についての実質

的討議にはいった。これと同時に， サイゴン政府

も， タイ在住中にベトミンからうけたであろう共

産主義者的思考の影響が無くなったことが証明さ

れた後にという条件つきながら，南ベトナム帰還

を望tsペトナム人難民についてそれを受け入れる

と発表していた世間。

ヲングーン会淡はその後）I頂調iこ進行し，計月 11

日には送還協定の草案がタイ政府によって検討さ

れたc 内務省の発表によれば，この際タイ政府は

北ぺトナム官吏に送還を監校させることは認めtJ

いが， かれらがパンコクに来てタイ官吏によって

行たわれる手；土寸を「観察する」ことは許す旨を

決定した。またタイ政府は送還の最初のグループ

の中に，タイ国反共法tこよ J Pて逮捕されている262

入のへトナム人を入れることを決定した。 このIiti

条件をも盛り込んで，協定は 1959年8月14日ラン

グー〆で調印された。

この協定によると，難民が自発的に登録し，ま

たかれんがタイを去る前に財産を処分するにJパ、

ての手続きを規定してu、た。その他，難民輸送受

については， タイ囲内のかれらの住所からパンコ

クまで（！）輸送＇.i'tfj:タイ払 主たハイ 7 オン正陪以

後北ベトナム閣内の輸送費については北ベトナム

がfHr1L，海路による輸送去についてはタイと北

ベトナム両国によって半分ずつ負祖されること，

あるいは毎月「1000人を下らない」難民が30カ月に

わたって送還されること， 両国は交引こ各送還船

に｜室師を乗せることなどが規定されていた（注20）。

この弓ング←ン協定Iニ対しては， 市ベトナム政

府が強く抗議したが， タイ政府はこの協定の実施

に踏み切った。タイ赤十字社は，竺の事業のため

中央委員会を結成し， fラ・ティラ寸サン氏をi議

長としたり，難民にラングーン協定の内容を説明

した HJl 28日付のリーフレ、、ノトを配市したりの作

業を開始した。
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11月初めには，ラングーン会談で北ベトナム代

表だったグエシ・パン・トゥー博士ら 2名がパン

コクに到着し， タイ政府によって進められる送還

事務を観察し，送還委員会の顧問となった。難民

送還の全期間を通じて，北ベト十ムナム赤十字代

表はパンコクに滞在を許されるが， タイ赤十字関

綜者に同伴する例外的な場合を除き，かれらは原

貝ljとして地方に出か打ることは許されなかった。

難民居住区たる 5州の各地に中央の送還委員会

のド鴻機構が詰Itられ，これが登録cjr務を行ωρ，

難民の財産処理を援助し，パンコクへの輸送にあ

たったりした。 この 1マ部機構の中にほ 1人の難民

が加わること足なってし、た。さら iι タイ内誌省

は，ラングーン協定には含まれていなかったけれ

ども，上記5Jllと UdonThaniにおU、て難民の中

から各郡（アンプ－ Amphoe）の「ベトナム人代表」

を進出させた。 この代去は一般的には各地区のハ

ノイ体制のスホークスマンとみなされた。 乙のベ

トナム人代表には事務所が提供され， そこの看板

にはクイ語とへトナム詰で「ベトナム人民住吉の

ベトナム民主共和国への送還事務所，…・・地区の

ベトナム人厄住者のti::去」と書かれていたO 筆者

もノンカイその他東北タイの若干の地方で二の看

板を見たことがある。

帰国希望者の登録Let1959年11片乙日から20Hま

でにわたって行なわれたが，その結果，約8万名

が登録した l'c2li。送還業務は翌60if=-カミら実施され

たが，ラングーン協定に規定された30カ月の聞

く1960年1月～1川2年6月）に約3万5000入の難民が

581.壬に分乗して北ベトナムに婦出した。

4. ベトナム人難民の本国送還（その 2)

1%2年4日；ニ至って，同年6月で前記ラングー

ン協定が期限切れとなるが，その後も難民の本

回送還を続けることでケイと北ベトナム両国が同

82 

意した旨が報道された。しかし，北ベトナム側が

その協定の更新についての討議を開始するのはか

なりおくれた。8月6El，ハノイを訪れていたタイ

代表団がパンコクに帰着したが， この代表団は北

ベトナム側交渉員と面談できないままであった。

8月30日に，北ベトナムのスポークスマンはハノ

イ政府の代表団が近くバンコクを訪問するだろう

と発表したが，実際にはそれは10月中旬まで延期

された。 このように北ベトナム赤十字側がタイ側

との協定更新の会談に応じなかった裏には， 当時

のタイの対米接近策に対して反対する北ベトナム

政府の立場が反映されていたものと考えられる。

すなわち， タイはかねてラオス経由の自国に対

する共産主義浸透の脅域を強く感じており， アメ

リカを中心に SEATO体制諸国の支持と支援を期

待して， その対策に最大の努力を払っていた。そ

の結果， 196.2年3月に至孔タナット外相とアメリ

カのラスク国務長官との会談心おいて従来からタ

イが要求しながら受け入れられなかった SEATO

条約下における全員一致によらない掴別の防衛を

アメリカに認めさせることに成功した。そしてそ

の取決めに従って， ラオス情勢ボバテト・ラオ側

の優勢下に， タイ側に不利に展開し，タイのラオ

ス側国境地域での共産勢力波及の危険が感知され

た同年4月がら 5月にかけて、アメリカ兵5000以

上がタイに派遣され東北タイに駐留したのであっ

た。 このようにアメリカがタイの安全を保障した

ことで， タイはラオスにおける三派連合中立政権

の樹立というアメりカの政策に同意したのであっ

た。 これはタイ外交にとっては一つの大きな成果、

であったが，一方北ベトナム側にすれば自国の国

益に対する重大な挑戦であり，当然反対すべきも

のであったのである。

ラングーン協定の有効期間が切れて 4カ月後の



1971070085.TIF

10月に北ベトナム赤十字代表団がパンコクに到著

し，ここにはじめてタイ赤十字代表どの間に会談

が問かれ，結局 1962年12月1713に新協定の調印が

行なわれた。新協定の前協定との相違点は，（1）毎

月の送還人数を前協定の「最低1000人」から「最

600人」としたこと，（2）送還は登録者全員が帰

閣するきで続けられると定められたとと， などで

あぺた• it22）。新協定に息づくべぃナムヘ難民送還

の第 H;jは1963年 3月に運行されることとされ

J-,. 
t」＿，，

送還業務は 1963年 3月から少なくとも17カ月間

(1964年7月まで〉は円滑に進行した。 ところが，

1964年 8月に至って，北ベトナム側がアメリカと

北ベトナム両国海軍の衝突事件， いわゆるトンキ

ン汚事件を理由に，送迭の中JJこを申し出た。これ

を械に送還業務は中止されたっ このIi年期までに先

の送還協定の場合と合わせて 1万人以上のベトナ

ム人，U十でに北ベトナム；ニ帰国していた。 1964年

現在で，帰国登録を終わってまだタイに残ってい

る人数は， 18歳以上の男性が6728名，女性が7373

名，子供が2万 2336名であった。すなわち合計約

3万的。（）名である位23〕。いま上述した1946年にタ

イに入国した難民グノレーっジのそのf走行人数変化を

j山ってゴよると，第2表のゴとくで、 1%4年末現在

で，第 2次大戦後のベトトム人難民、ηタイ在住者

数は約4万1000名いたことが推定される。これを主

要居住地帯別にみた人口分布でみると第 3表のご

とくである。かくして1967年には難民全人口は約

4万 :1000人までに達していf士ものと考えられる。

おそ「〉くこの数字にさらに 194fう年

にあず〉たであろうと推定さ J,lる1乃－iよb、し 1万

5000づド；v・！不法入国者を加算す；！1.：王、 正確な数が得

られるのではないかと思われる。 u、ずれにしても，

難民の正確な人数を得ることは至難である。

）一計数
他人一合

帯主的一円史

口1一推人
人工下lili－－

の尚一然加%）
長叫一止堆引υ及

効一定口年ナ
ハ心一推人（と

寸一よ数引減
｝一者者し純

べ一国国差た数

酌EJI
同一数国差た数

6一一者出をい人…
川内一回り数引鴻
I一入よ者し純一

占誕一Illi－－

2一度
明治一

一年

1946 46,700 46,700 
1946-59 177 21,877 
1959 68,800 
1960 13,910 1,654 56,500 
1%1 8,203 1,449 49,700 
1962 2,709 1,411 i 48,4閲

196:1 5,988 1,274 43,700 
1964 3,935 1,194 41,0（治

1965 
（（〈不不不明明明〉〕〕

1,2:JO 42,2伺
1961i 1 , 267 ,U, .500 
19抗7 1, :-io.s ,14 ,sα） 

（出所〉 P. A. Poole, The Vietnamese in Thai[-
and (Ithaca, 1970) p.日より作成。

第3苦笑 タイにおけるベトナム人難民の主婆

居住地区別分布（19日年）

ト人 I I lベトナム
t:p Jむ｜
市街区 I r10辺郡陪j) 人難民数

内）j
 

字；

1. Non日 Khai
21.Mg! 78,205 5,000 

2. Tha Bo 6, 47,05:-l :l,200 
3. Udon 30,884 182,789 3,000 
4. Thale 5,000 119,533 3,200 

5. Nakhon Phanom 15,725 79,401 4,000 
6. That Phanom 5,000 67,200 1,300 
7. Mukdahan 12,000 64,421 3,600 
8. Ubon 27,222 101,438 4,000 

9. Prach in buri 

I:~ 
6:!,7,)5 500 

10. D出1gkok 1,299, 1,700 
11. Surntthani 19, 51,CJ:19 150 
12. I》hatthalung 10, 85,858 1,000 

日（｝唱650

( iJ¥fJi) I'. A. Poole, The Vietnamどs"in Thai［・
and ,,.Ithaca, 1970) p. 88より ｛f！ん以資料は
Changwat-A叩 phoeStatistical Diγectoり〔：Ban-

gkok, 1965）および各地の南ベトナム情報センタ

情報センターや在パンコク南ベトナム大使館での
調査など。

5. トンキン湾事件以後のタイ・北ベトナム

関係とベトナム人難民の処理

lり（i4年夏のトンキン湾事件iこよってヲイのベト

ナム人難民の北ベトナムへの送還は停止された

が，その後間もなく，上記事件を契機にベトナム

戦争はますますエスカレートされるに至った。翌

83 



1971070086.TIF

1965年 2月からはアメリカ機による北ベトナム燥

撃いわゆる北爆が始t：；‘ ー方アメ ＇｝ 力j也上主衰の

南ベトトムへの大量tttili~が行なわれたっ 1%3 年末

のサリット将軍死去の後をうけて政権の座につい

ていたタイのタノム（ThanomKittikachon）政権

はこ円北ノ、卜ナムと戦’たどうとえるア／ 11力に味方

し， ・J;.iヒミトナムiこ東北／イでの反政府活動に

対して文艇を与えたとみられる。 かくして， タイ

と北べ＼十ムは事実上安ij1注目に近い状態になって

しまった 二の状態tt.lt燦〈円停止さか.;c'.., 19（浴年末

まで継続されるのである。

北京やハノイからの報道として伝えられたとこ

ろによ；J と、タイでlt l 'Jfi 1 cir:末から刊行ふ年初頭に

かけて中｜じl ・北ベトナムの支援の下に係守山解放

勢力が組織され， 東北タイや南タイなどで活発な

活動を開始した。すなわち1964年11月の「タイ独

立運動 jJ1削立， 1960年 lJJの「タイ受山戦隷」の

結成などトすれである。 rplJの陳毅1-'H!lが「1965

年末までにタイで解放戦争が起こるであろう」

と言明 lだヒの報道が流きれたのも士山院であっ

fこo こ川上〉な情勢下 ノノイ政府；L.tl Eす対

米関係を緊密化したのは当然であり， タイは従来

よりも著しく多額のアメリカからの捜助を受け入

;t1,るに寸＝

タイ ; ~とくに東北ケイに対すり共任主義の

浸透を防くための対策として， まず反乱勢力の軍

事的打破とともに， 経済的に後進地域たる同地域

の開発，ii日1,.' Y推進に力士入μてし、た。 二び）悶発計

アえ ：） カの経；？？・技術援助画の実胞によJしては，

が投入された。

タイ｜ヨi¥Ci;l:，東北九rィ；二対する対策の遂行上，

ベトナム人美ff民の存在三，，ケ f政府iこと.＇てマイナ

スとなるものであることがさかんに主張された。

一部にはヤったんタイから北ベトナムに送還され

84 

た難民が北ベトナムの養成所（所在地はホア・ピン

(Hoa Binh）ともL、う〉で訓練されたのち， iヰびラ

寸ース経由にて i；業報活動のためにタイ東北部にi去り

込まれていることも伝えられた。 最近でも， こフ

した推測はタイ政府側によって強く支持されてお

そのことは祭者自身が東北ケイ各地の々イ官

·~から聞いたとこ人である（／124 ）ハ

？を噌

トンキン湾事件によって送還が中断された直

ベトナム人難民たちはケイ政府に対して，従

店iJν＇）指定居 H：地iべから他地域に干名ることに対して

許可を求めた。 当時，難民の多くはかつてインド

シナ戦争末期にタイ政府が計闘したように， 同政

f(j;t難民を国内の他地域へ降すのではないかと＋it

測した。 し方、しこjLは実行されなかった。 当ll'iノJ

イ政府としては， 北ベトナム側を言見得してできる

だけ早く， これら難民全員を本国に送還するとの

I11i,1をもってし、たカ‘らであゐ。 しかし， このゲイ

Ml心円意図はたか九、か実現をみなか• Iた。 19ff，年；1

JJ, 北ベトナム赤十字社のブー・ディン・トゥン

(Vu Dinh Tu町）博士がパンコク駐在同国赤十字

1¥: l毛として着｛壬し たが， かれのタイ｛員I］関係宥との

非公式会談での説明によると， 北ベトナム政府と

してはラングーン協定をいまだ有効であるとみな

してし、ること， 上た北ベトナム政府は難民を： P斗F

<) 

入れるためのあらゆる準備を行以づたこと， !;i:乞

が明らかにされたが， 同時にトウン博士はグイ赤

十字に対して北ベトナム側の状況が送還を安全に

実施しうるように改善されるまで， 難民の送還を

持 pて欲しU、と要請したのであ.）た〈注お）。

同年6月， タノム政権はベトナム人難民に対し

でかなりの強硬策を発表したc すなわち， グ （t文

J{fは南ベトナムflUJの支援をうけて行なわれゐJY細

な検査を実施し， その終了後に健全と判断された

ベトナム人難民に対しては居住者ビザを発行する



こと，しかしタイの法律に服従しない難民はこれ

をタルタオ（Tarutao）島に移すこととするという

のである。同時に，タノム首相は 2人の北ベトナ

ム赤十字代表はもはや必要なく， またかれらの滞

在費にタイ政府は 1カ月に l万ノ〈ーツ（＝500U.S. 

ドル）の支出を負担しているので，かれらは同年8

月初めまでにパンコクから退去するように要求し

た位26）。

しかし，タイ・北ベトナム両政府はともに当時ベ

トナム人難民の送還再開の可能性について断念し

ていたわけではなかった。同年9月， タイと北ベ

トナム両国赤十字社は状況が許すようになれば，

難民の本国送還を再開することに同意する旨の書

簡を交換していた。同時に双方はまた送還再開ま

での間，難民に対して1959年のラングーン協定に

盛られた諸原則に違反する行動はとらないことに

同意したといわれる。しかし，この点については，

1966年から68年に至る期間を通じて，双方が互い

に相手方がこの了解を破ったと非難し合うことと

なった。

この間， タイはベトナム戦争遂行のためのアメ

リカへの協力を積極化し， 1967年までタイ政府が

公式に承認することはなかったものの，事実上，

北爆およびホー・チ・ミン・ルート爆撃のための

基地として， タイ基地を提供し，さらに後方基地

としての役割を果たすべく軍事基地の建設を強化

していた。さらに 1966年5月には南ベトナムのタ

イ軍の派兵を決めベトナム戦争への直接参加に踏

切ったことによって， ハノイおよび北京からのタ

イに対する非難・攻撃は一層激烈となり， それに

伴って東北タイでの10人ないし20人程度の小規模

な反政府ゲリラ活動が活発化した。 これに対して

タイ政府は警察および軍隊によって治安不良の諸

地域において平定活動を展開し， 1966年 1月から

1967年10月までに， 263人のテロリストを殺害し，

2600人を逮捕投獄し， 2200人を降伏させていた

（注27)

これに関連して， タイ政府は前述の［難民代表

事務所」を閉鎖させたほか， 1967年を通じてベト

ナム人難民に対して強硬な政策を実施していた。

すなわち同年2月にはタイ警察によってタイにお

けるベトナム共産主義機関の最重要人物とみなさ

れる約80名のベトナム人難民が逮捕され，尋問の

ために拘禁された。またムクダハン（Mukdahan）で

その逮捕に抗議したベトナム人女性が警察によっ

て殺害されるという事件も起きており， さらに 5

月にはサコン・ナコンナ｜・｜のベトナム難民代表の一

人が殺害され， それがタイ政府地方官吏の所行で

あるとの噂がベトナム人難民間に拡がっていた。

もちろんこの事件に対しては，北ベトナム赤十字

や同国法律家協会から「反動タイ政府の犯罪」と

して， またラングーン協定に対する違反として，

強い抗議がタイ側になされていた（注23）。

一方この1967年には，南ベトナム側もこの難民

問題に対して積極的な取組みを始めていた。すな

わち同年2月，南ベトナムの新任ノξンコク駐在大

使として前情報相のディン・ティン・チン（Dinh

Trinh Chinh）氏が着任し，以後同氏は積極的にタ

イ在住ベトナム人難民問題に取り組むに至ったの

である。

まず同氏はバンコク在住ベトナム人集団と交流

を深め， ついで東北タイの主要都市に設置してい

る南ベトナム政府の情報センターの活動強化に乗

り出した。 これらの情報センターには南ベトナム

政府から派遣された官吏と現地雇用の補助員とが

勤務したが，後者には古くタイに移住したベトナ

ム人の子孫（純粋ベトナム人またはタイ人との混血〉

でタイの国籍所有者または居住外国人の地位をも
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これらの送還のために正式な難民送還協にせよ，かれらはその出身や言語つ者が採用されてL、た2

定がタイ・南ベトナム間に締結されたわけではな｛壬能力のゆえに現地社会との関わりを深く持ち，

かっ7こO期 2年で現地不馴れの市j，二トートム官吏の活動を補

両政府は当初この送還協定の成立に努力したこ情報センターは東北タイ助するのにカがあ，，たJ

タイ政府スポークスマンは

1967年 5月に，残留ベトナム人難民のうちの希望

者を南ベトナムへ送還するについて協定を結ぶた

とはもちろんで、ある。そのう九ノンカイをはじめ

いく イ -yかに＜＞＇，、ては筆者も現地で訪問する機会を

の主要都市に置かれ，

この情報センケーは ltfベトナム国旗を掲もった。

南ベトナム例！と交渉が開かれたことを発表しみう，館内には南Jリ、十ム政府発行の宣伝雑誌，拐し，

タイのタノム首相は難民の南その直後，てし、た。バンプレ、、パ、や｜司政府側の主要活動を示す写真を

ベトナムへの送還のために 9100万パーツが充当さ時には資料を仔家庭に配布したりし

チン大使の督励もまう Jγご， 1%7年以

展示公開し，

しかし，同年7月

に至って，

の決定が南ベトナムの大統領選挙の終了後まで延

れるだろうとinっていた（注33¥

この協定のうちのいくつかの詳細な点

『－ i，、 玉三 f日29、. ・-..J C 

後東北ケイでは現地のタイ官1左ど rNベトナム政府

情4"flセンケーとのi車j号i苫雪JJが強｛ヒさhたが、 後者

の難民；こた｝十る親ハノイ難民；二 iヒべてのー！誌の優

遇措百の毘用を要請していた可

チ：.， kf吏はその多くが北J 、トー」ムの最；"ffiごにあ

ると芳えじれる－~北タイ在住の ／； ：、斗ム人難民に

また両国政府は自発的に南

ベトナムへ帰国することを拒絶するであろうを思

われる多数の難民の扱L、をどうするかについて意

見の一致をみていないらしいことが伝えられた

期されるだろうこと，親ハノイの，、ト十ム人難民に

一方競ーすイゴン対する更、二.f?lきびしい統制と‘

l士ゲイ伊1］（こ年jして，

こうしてタイ・南ベトナム間の難民送還協(rt34) 

定はついに流産の憂きロをみたようである。

ベトナム人難民の本国送還 fその3〕

それまで激化を続けて

6. 

さて19悌年にはいつて，

オ三 ill]YJ Jえトナムにおげる千二Lー・ホイ

年｝ii叩 Iloi招1，汀） ,;+]if，日に ff~tこ }j ，.：の適用を国 p

たlご寸ーなわれ難民が共産主主者との関係を断 J》て

丸fして，

きたベト＋ム戦争はついにデスカレーション期を

迎えるに王ったG 1968年初めベトナムに駐在する

アメリカ軍は 50万を超え，年間戦費は 300億ドル

［有べ：ナム政府の政策全支持

するならば／イt，＇.，；二大iして生活再安定化のために

いくら元通河台額どJ長助を住干与しようというのであ

南ヘト十ムに干名り、

こうしたベトナム戦争へのアメ

リカの過剰介入は国の内外ill：論によって大きな批

近くにも達した二

二J九hilij：二二円て、 1%7年ヰミ人l()f:irllj三にか： r 

て主l完h二市，（ト十ムi二帰［耳した，；トナム人難民が

乙；〉。

ア判をうけ， 1968年秋の大統領選挙をひかえて，

戦争負担の軽減をはかる必要メリ ：lJ政府当局は，そのノ人数につ、f Eごl:t, ＇ょっきりいたのであるが、

ベトナム政策の転換を｝ilv、九れた。からも，ある；命ct"i／ことえばプールlξしfここと it判jらなL、c

ア式リカのジョンソン大統領はlril1f 3 }131日喝の推定でttごくわず7）叫＇）人数とされで｛句、る引 30.'(l)

戦闘縮少への第一歩を北憾の部分停止をご発表し，ーかではザイ宵吏の工うに 1万：moo人に士、fして、

これを契機にアメリカと北ベトナム踏み出した。これら難

当然北へト

l二j主Lfこと三日月している高司山、る

氏の南ベトナムへの送還に対してi土， さらに

大統領選挙を目前にしたジョンソン大統領はパソ

はパリで和平会談を進めることとなった。

しかし， L、すjL ナム{JIJJ:::t強，，..抗議をよせた〔往32¥
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会談のいっそうの進展をはかるため 10月31fl，つ

いに北爆の全面停止に踏み切った。一方これを契

機にペリ和平会談はサイゴン政府代表と解放戦線

代表を参加させることになり， これら 4者による

拡大和平会談は翌1969年 1月18臼から発足した。

このようなベトナム戦争の結少期を迎えて、タ

イ政府はベトナム人難民の送還再開の意図を明ら

かにした。すなわち北爆の全面拝Jr，の 2週間後， 8

月中旬にタイ政府の副首相プラパート将軍はタイ

赤十字はランゾーン協定に基づく〈トナム人難民

の本国送還再開につャてハノイ側との交渉を求め

るであろうと発表していたのである（注35）。しかし

この突捗の再開はす〈には実現しなかった3 すな

わち上記のタイ側の提案に対し，北ベトナム側は

同年 12月，海F告がまだ安全でなく実情を視察した

ν旨の田容をi去ったままで，交渉再開に社主じな

かったのである。そして以後1年余の間，事態は

進展しなかJ、た。そして1970年 2月17日仁玉川

タイ政府はさらにパンコク駐在の国際赤十字委員

会に対し再度北ベト十ム説得を要；市し， 二i1に対

し北ベトナム側が3月28日夕イ政府の申入れに同

意を表明したことで，やっと交渉再開の見通しが

立つに至った｛と36）。しかし同年5月末，おそらく

カンボヅア情勢力主その原因であろうが，北ベトナ

ム：11.1)1；＞ら交渉fll－聞の延期通知がケイにもたらさ

れ， またまた交渉再開は暗礁に乗り上げた格好と

なったが情的‘ついに同年9月28日，タイとの交

誌にあたる 5名の北dミト十ム赤十字代表団がノミン

コクに到着したほ3むことで事態は進展し，ベトナ

ム人難民の送還交渉i土いよいよ 10月5日から悶始

された。

いη たん会談が開始されると、すでに 1959今＝－の

ラングーン協定という両者の承起した基本原則が

あるので，討議は比較的順調に進行したと恩われ

る。 11月17日から20日にかfJて北ベトナム赤十字

代表団は東北タイの各地を視察したが， この視察

の主要目的は，現在難民の従事してヤる職業を調

査し，かれらが北ベトナムに帰国後も同種の職業

に就かせることができるようにすることにあると

されていた〈注39＼この東北ケイ視察後，再び送還

交渉は継続されたようであり，その結果協定の原

案を本国政府と協議するためであろうが，北ベト

ナム代表団団長のブ・ホアン（VuHoang）団長はじ

め団員3名が 11月末にハノイに帰国した。ところ

が間もなくパンコケに帰ってくるはずのこの北ベ

トナム代表団長がなかなか瑛らず，翌年4月に団

長を除く団員2名がやっと戻ってきて交渉は続け

られたのであるが， 1971年4月末現在，いまだに

グイ・北ぺトナム両赤十字代表閣で正式た協定の

調印が行なわれていないようである位紙。このた

め，昨年10月の会談開始当時は本年1月に予定さ

れ，ついで4月からは確実にとされていた難民の

送還開始はかなりおくれる見通しとなっている。

こうした送還協定成立の遅延の原因が何であるか

については，情報不足のため，今のととろ筆者に

もはっきりしたことは判明していない。ただいま

だに北爆についての懸念が完全に払拭されていな

いことなど，送還の安全が期し難いことも一つの

原因ではないかと考えられる。いずれにしても現

：｛£のところ，タイ叙IHこもまた北ペトナムffi1Jvこもこ

の送還を緊急に実施しなければならないような条

件は存在していないごとは確かのようである。

〈注1〕 BuiQuang Tung “Contribution to the 

study of Vieむiarnes日 Coloniesin Thailand" France-

Asie XV. (sep. 1958), pp. 439～451. 

（注2) 拙稿「カンボジアの独立過程とシハヌーク

体制の確立」 （山本達郎編『東南アジアにおける権力

構造の史的考察』，：~n;c, 1969斗〉、 147～148ページ。

〈注3〕 Peter A. Poole, The Vietnamese in 

Thailand, A HistorゴcalPerspective (Ithaca, 1970), 
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p. 52, n. 7. 

(T4〕 L J. I lammer, The Struggle for Indo-

china (California, 1954.1.河合1,1沢「 rンド三ナ現！t; 

史』（東京， 1970年〕， 151ベーシo

〔l5) I'. A. Poole‘The i0 ’ietnam,・se in・・・…， P 

53, n, 9. 

C ;i-6) E. J. Hammer, The Struggle IοF～ 

邦訳124ページ。

(, I: 7) !'. A. Poole, The Fietna111ese in・…・、 P

41. 

1、，I8) ＜、t

Thailand : A Cas日 Studyin Decision但Making’，（M.

A. Thesis, Thammasat l"nivcrsity, Bangkok, 19/iO), 

P. A. Poole, The Vietnam吋 tin・・・・ ... , p. 53, n. 10. 

Chan氏It1950"1 'i;にμ，タ f政府<7＋！境辺、H努雰：／）

副fr］今官の任にあ た人であろ、

じ 9) 民イ l , Jt 2 ；，・‘！、戦j｛，戸外交収官をに Jいし

簡単には以下の 2 入•IIR ヰ愈照。Russel H. Fifield, The 

Diplomacy of Southeast Asia : 1945・1958(New 

York, 1958 I, Do円aid. E. Nucchterlein, Thailand 

and the Struggle for Southeast Asia (Ithaca, 1965), 

山 l正雄，r『夕 f戸東111ア ジ

京， 1968)0

( ,UO) I'. A. Poole, The Vietna111ese 111・…～P 
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( , 11) P. A. Poole, The ¥: ietna111ese in .. ・・・・,]). 

47. 

(,112) 去律：） r・ 
いる。 P.A. Poole, The Vietnamese in・・・・・， pp. 90 

～91 
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日， P.A. l'oole, The Vietnamese in・・・・・・, p. 49. 

(; 115) Fu問。lH. FilたId,The Di;,Lomacy of・ 
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(;il9) Bangkok World, 1959年持月 411付。
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64～65. 
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Poole氏の調査による。 P.A.Poole, The Vietnamese 

in 守 e ・， p.66. 

（注24) 問趣旨のことは時々パンコクの新聞にも F
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〈注34) Bangkok Post, 1967年7月10日付。 Bang-
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（注35〕 Le Monde, 1968年11月16日付。
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Ⅳ　タイ在住ベトナム人社会の現状とその特質
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( d,:,11) I!angkok l'i川、 1970年11 J] 21 iιf J -

( 140) ／↑ぃト 4ノ；：. ＞ゴ；・ iこI,,' -;・ .IヒJ 、j J、；＇・：

/・ :_11 [ ¥ l 匂イ P,f，司J :,[I,[[., 4 ); j、I;[L一九戸.： ; 

/. j 1: :-)" ' .) ' ごI ' ・"J .. ・，て r, -~- （、！fangknl:1"Forld, l《）71

斗」可 l,iiλ ｝仁「 2:,'I (IでII{{l、

Rア ケ イ在住 J こトイム人itーさの現状ど

J士山特＇£＇1

l二i主Lfこと三 7，丸山九日月九かたように 乍 f；二；土

現在干）ヘトトム人；1!イ衣然として示、jメ万人口
,, 

ノ「山政治・ －科会.-:c Iヒア）諸f川市におL、て . 

定力（雪月rjをf止とし‘ 同時に七た時，， J）問題をも？を

{!I；している v勺でふるコ

1，、主、 1% 7午現｛Eでのゲイ在住－＜トートム人数お

よびそ内山「1日1J1可分けに行いてのイール氏の推計

をみると出 1反行ことくである元 軍1庁；士｝［！J也で

の見間7）込，－，rn：して‘ 1；放は同年現tEでが］民万三見

午、 T - ＇－、、，＿ :, ' －十日入
Jみし戸 、、七九 w サド ノー ,c.、ノ～ そしてその内分けどして

は，約2万二よ！］期待住民<Tl子係であり‘ Lたがっ

て成 i）約 G庁が l旬、わゆる難民であるとみなして上

L、上ろに思う J

つぎにこれらケイのベトートム人社会の構ーレ --
rご＼，

J査なL、L：土性怖を検itしてコよると， 三の社会全体

よ，，均ーの性格をも一》て

会た！イ、い主大き〈＝れを初期fち住民（σ〉子J;f;、） ti: 

と車f二来♂〕難民H：会の二〆，；二分；fて fb'.;えてブノよてもそ

げ＞I生十各；立同じで；土なく， 支た難民社会の中でもー

tll：と二世 7 ｛に避難した時支でに初等教育を

れわ・＇）て 1,、i（いこ〈年少の子供であったかあるい

じl可制Lη避難itにゲ fで正t:t}LTf .，た人たち， 年

令で言えl士、現在 40歳ノらい1-:J.ドの古今を二う呼ぶこ

ととする とで ιiく＇，Jljすへき世代11¥](T）吾しい相

以下こhムの存z. -V プミ
Lーにー ＼， 違も存fr：する J〕であるわ

八｜、十ム社会の性裕と±.ii状につL、て， 筆者の現地

での観察を中心i二、 これにこれまでもたびたび触

第4表 ゲイ在住のペトナム人数Cm昨年〉

l 19出年iこ送還のため登録した主主の難民

;fl性（18歳および氏以上） り，728

女n:c " ) 7‘；l7'.¥ 

子供(IH 歳以ド） 22.:nr; 

1%4＇！とから 1%7年までに難民全父ト土
として出干した子供数の推定 日，（）（）（）

R留外i正i人土して会長止されていと》 tf(I%4l 

lf}r’I: 2,oos 
女性 1, l:>2 

4 .JI：を録およびJJ;j也不d汁＼凶作ペトナム人
(1 %7年Jたの推定｝ 10,000 

" 初期待nJ ごトトム人の子孫 20,000 

{;- "I 74,597 

(/ljTifr) Statistical Yearbook, Thailand No. 26 

(Bangkok, 1967）お上びベトトム人難民送迎ケイ

~ll会資料およびその他推定によるt ド. /¥. I'nole 

Tんど Vたtnイ日

れてきたつ。ール氏の同践の現地調査結果をも参酌

して検J‘fを加えることとするヘ 当諸問題に関する

内外の丈献や l調査はこれ主でのとこ；・，きわめて少

準千：＇(j）綬察ι不十分であるので，叙述はおナ＇ I ‘、、，

のずから概J舌的かっi析片的になら主るをえなかっ

，二二とをお断りしておきfこし＼

初期移住民の境位

18 11上紀のケイへのベト十ム人移住吉1土大部分が

仏教徒でありラ その多くが軍人など男性で占めら

i LてL‘fこfこめに． かれらは必然的にケイ人ヤ中国

人ぴ）！欠性と結熔し、 したが〆》てしだいに深く現地

社会に同化していったf かくして， かれらの子孫

は現在では全くケイ人（ベト十ムi活では「ゲエイ・ク

イ ラ ン iNgubi Thai lan主た；土 ゲエイ・シエム j

:¥"grn'>i X出11）としての意識をもら生 i'，寺をi主〉てい

るのであらG かれらはもはやベトナム語を話すこ

ともなく， かれらの大印分の古は向分の祖先がべ

トナム人であったことすらかすかに会11っているに

すぎなヤである。

-1j、 とくに19佐紀に多くタイに移住し一亡、大

部分がチャンタブリとその周辺地域に， ま7こ一部
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がパンコケ；二居住しているベトすム入力トリッケ

教徒がいるが， かれらカトリック教徒の生活ない

し現地ti：会との問係；土 18［世紀の仏教徒移住者たち

とは全く対照的であった。かれらカトリック教徒

たちは大部分ぇ：農民であり， 一部がノζレコクなど

で写真技師、 洋服仕立業，クワーニング業などの

職業に従事してL、るが， かれらは白分た%を指導

寸るに適去な訓練された宣教師の不足という事情

もあって， [n］一・村などに固まって居住する傾向が

あったご 古ミくして、 これまでベトみム人力ト寸ツ

ク教徒たちはきわめて閉鎖的社会を構成してきた

のである。かれらは身内の者がカトリ、，ヶ教徒で

ないJこトトム人と結婚することを嫌ったc まして

ベト十ム人以外♂）首と結婚することは許さなかっ

た。 ま7こかれ「一）；土日活生日上の必要からもわろん

タイ詰を話十が， 多くの者が'l::だね分ら［戸I志の間

の会話と iJ•宗教的儀礼におし、て l t' ベトナム活を

使用して 1、、るので（ふるむ古い191り己的な特徴金保

存したカイしんのペトトム話；土， ベト十ムから新来

の：ffにはほとんl どJ:ri!角

カトリ、ソ 7教徒；立．したがって‘現在では，＜トナ

ム語の放送＇） 主り Ra〔lioHanけiとか RadioSai-

gonにはあ主り耳を／if［けていtc，、。かれらのY己出

はヨーロノノ，；人や γf入山立教民iv＞不足していた

19 /it紀のゲ fでカト）ソケ教の布教ト二大さな瓦献

をなしたし現在でもかれら白身〔沌砕な、ト十ム

}d，タイし、卜？ムの見血児もいる）が人刀工りタイの

キリスト教発)lさに大きな役寄りを担っている。 これ

らJ ミトトム人カトリッ J11:ttの大l'fl¥5tはすでにタ

イ［J抗告を｛呆千IしてL、るO

以 l二に挙け、fこような m期干多｛主ベ！、す→ム人♂ノうち

にi土‘ ；~民三：＇？，角、Eて一／ン：多数

う？〉にはタ 1，の丈官．主丈＇f-'fとして正：＇it、tむ！立を｛iめ

た者A も多いυ それはかれらベトナム人の谷方面に
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おける能力の優秀性によるところが大であったq

;Ji年でも，現地で筆者が見聞したところでは，タ

イのベトナム人生徒は学校におし、ても一般のタイ

人生徒よりも優秀であるというのが定評となって

し、るのである。ベトナム人は通常タイ人に対して

は， 内分た九よりも劣等だとしてこれを見下す態

度をとっており，外国人たとえばフランス人も両

者の優劣につヤて「アンナン（＝ぺトナム〉人が隣

邦人よりすくれていることは疑u、ない。 カンボジ

ア入、ラオス人およびタイ人は， とうていかれら

に対抗することはできない。jと述べてやはりベト

ナム人優位の評価を下している（／！、l〕。グイ人自身

のベトナム人に対する評価も民族全体について，

これとほぼ同様で，かれらはベト十ム人（ユーン

Yuan）の方が自分たちタイ民族よりも，やや優秀

であるとみなしており，ベトナム人に対していく

れかの劣等感をもっている。 したがってまたタイ

人はそのベトナム人の自分たちに対する接触には

強u、警戒心を抱くのである。

ゲイのベトナム人はその経済的地位から考えて

も、原地人一般上りは高い場合が多く，華僑と並

んでかなり優位に立っているといえるc とくにか

わらは手工業職人や機械，電気関係技能ffとして，

また小売業者として， カンボジアやラオスなどIn

フ弓ンス領インドシナ諸国におけると同様，大い

にその能力を発揮しまた評価されてもいる。集団

的にみれば， その規模からいっても問題にならな

いが，個人ペースでみれば‘ベトナム人は時に華

僑に勝る能力を示；一ことがあるのである。

こうした初期移住ペトナム人の子孫たちは，第2

次大戦直後， インドシナの再支配を目指すフラン

ス勢力に反抗して破れ， ベトナムか九あるいはラ

オスやカンボジアからタイに避難してきた， し、わ

ゆるペトナム入難民の到来に際しては， これに各
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種の援助を14・えたが，やがてがれらはやはり永年

生活してきたタイ国で確保してきたかれら自身の

現実的証社会‘経済的地位について強く考慮を払

うに韮った。ピブン（Pl山 un）政権が，共産主識者の

影響がタイ在住のベトナム人難民の間iこ顕著にな

りつつあることを警戒して， 1950年代初期からこ

れに対ずる厳重な統制と抑圧の政策を採用しだす

と， 三れら古くからタイに在住してきたベトナム

人子孫たちの大部分は新来のペト十ム難民とは手

を切札以校三の両集団はおのおの別個の道を歩

んできた（注2）。筆者は，近年でも，これら阿集団

は同じfξ ト十ム人同志ながら，互ヤに相手方lこ対

して瞥戒的であるとの印象を強くうけている。要

する；二／乍イの初期移住ベトナム人の子孫たむは第

2次大戦後難民を中心に北ベトナム路線を軸とし

て展閃 t三れていくタイ国内での政和的な活問jがら

は手を引いたので、あれベトナム本国との関係も

しだ＼，Iこ薄れ噌 タイ国民としての立場に重点をお

いて生活しているといえよう。

2. ベトナム人難民の社会

第ゴ次大戦直後に巧オスやカンポグアからタイ

に移住してきたベトナム人難民たちは，元来かれ

らが民疎的性絡なし、Liま文化的伝抗として閉鎖的

．排他的な社会を構成する偶向をもっていること

に加えて， とくに北ベトナム政府やそれを支える

労働党側がかれらにベトナム民族としての自覚を

強く維持し， 自己充J己的集団を形r&Lて難民社会

の外との自由な接触を抑えることに種々の政策的

努力士払ったこともあって， hなけ孤立的社会を

形成してきたつまたタイにおけるベトナム入社会

のこのような自立的・閣鎖的性格の形成と維持に

ついでほ， ゲイ政府がかれら難民の居住区を東北

タイの特定諸州に限定してきたことも預ってカが

あったことは否定できない。

さて，こうしたペトナム人難民の中には，前に

も触れたように一世と二世がおり，かれらの価値

観あるいは政治・社会意識と行動は必ずしも同ー

ではないと考えられる。

まず現在約2万ないし2万5000＼、ると考えられ

る難民一世たちについてみると， もしかれらがタ

イi二長期間居住を許されるならば急速にタイ社会

に同化していくのでないかと推測しうるかという

と，それは必ずしも容易ではないといわざるを

えない。なぜなら， かれらの社会的価値観や態度

は生れ育ったベトナム本国において， あるいはカ

ンポヅアやラオスにおいて，要するにすでにかれ

らがタイに移住する前に形成されてしまっていた

のであり，その価値観が家族への忠誠を中心とし

集団主義をとるなどの特徴を有し，一方社会的紐

帯が弱く個人主義をとるタイ入のそれと仕かなり

相違し対立する場合が多いからである位3）。カン

ボジアやラオスにいたベトナム人の中には，全体

の20%ないし25%がそうであると推測されていた

位じように，カトリック教徒も多く，タイ在住難

民の中にも20%同教徒がいるとみられ（注5）＇事実

これを反映して東北ゲイの主要都市にはカトリゥ

ク教会もみられるのであるが、 こうしたベトナム

人カトリック教徒は閉鎖的集団を形成して周辺の

タイ入社会と l土自らを区別して意識しているよう

である。それにしてもタイはカンボジアなどに比

べてかれらの祖国より遠く隔たっており，かれら

が間有の民族性を維持するのは容易なことではな

いであろう。この意味において，現在のタイ社会

において，難民一世の多くは，上述した初期移住

ベトナム入の子孫と同様の境位にあるということ

ができる。

難民一世のうち肢も多ャのは北ベトナム出身者

つまり親ノ、ノイ政権系のものであり， これに対し

9I 
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て南ノ、トナム出身者や北鴻出身者のうち／）力トリ

ック教徒などをふくむ親サイゴン政権系のものも

少数なポらおり， .：：.れ f＇－，両者 Lt相対立していて時

；こは実力行使；こ訴える二ともあるが’， 6〕，かれ「〉

のうちでもとくに先鋭な政治意識をもたなャ大多

数のfrは政治的には中立の立場にあっ，北ベトナ

ムや乍イのどちら内政粍；二対しても，Jrtlい受苛な IJ

忠誠心を感じておらず， かれらは要するにあらゆ

る国家的束縛から離れて， 自由に生活できるよう

放置しておL、て欲しいとし、う気持が強いようであ

る。かれらはタイでの難民としての生活において，

種々の経済的制裁をも伴った北ベトナム側機聞か

んの指令でくト浅や食糧な立を徴発されてきたこと

は確からしいが， かれら自身がテロ 1）ストとして

活動したりその組織に加入したりしたことはほと

んど考えられなし、のである。 ／；イ政府から),if住ム：〉

移動の制限をうけヤいるろえた， し／きいに年をと

り，家族を抱えての生活上の苦労も多い。さらに

二の難民－lit，ま守イ語があまり上手さなし、とい 1

川ンギィを負っており， また／？ιれらとタイ〆人との

聞には強い民族的違和感があるので，両者の緊密

／ょ協ケ関係とU、うものは，生まれ；二く L、のであ

ふ。 L1!ミし、 ころいう｛卓ヶの制約はある七のの，

これら難民一世の集団的存在が， これまで，ハノ

イ政権ポタ f政権L対して政治的圧力をかける場

ftにう 消極的ながら一定の役',1;1Jを果たしごきたこ

とは間違いないであろう。

とれに比較して，現在すでに 3万以上に達した

と推定される難民二世たちはそのタイ語の能力や

タイ国についての知識の墜富さ，周辺のタイ人と

の円滑な関係維持の可能性などからも，十分タイ

人として通用するので，かれら ，／｝父兄i二比べれば、

北ベトナムの労働党側からみてその忠実な信奉宗

として確保すれば優秀な反タイ政府活動分子にな
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り得る－1,J能性をも－，てνることになる。 しかし反

面， これらニi:!:tはかなりタイ社会に同化されると

いう面があるので，必ずしもかれらを反タイ政府

活動i二加入させるのは符易ではないのである。

北ベトナム側はとれら三世ボタイ紅会に同化さ

れるのを阻止するため， 1950年代には東北タイの

難民家族に対してその子弟をケイ式学校Iこ行かせ

ない上う lこすることを強要したり， ／）いで 1960年

代にはベトナム人子弟を集団的に同一の寺院学校

に通わせたりした什 7)。要するに，できるだけか

れら如氏二陀にノ川、ナム人以外の子弟とのセ擦を

避けさせることを狙ったのである。 しかし現実に

は， ベトナム入学校の設立が儲単に許されないこ

ともあって， ベト十ム人難民の子弟で一般のタ f

人小学校に学ぶ者もかなりいたので、あり， かれら

はタ fで生れ育ちケイ詰を学んだので，ベトナム

詰の読み書きよりもタイ詰の；：／cみ書きの方を得：TH:

とするようになった。かれらは本来その民族的性

協としても積極的・活動的な性格をもち， そのう

えよく勉強するので， パンコケや東北タイの学校

でも，一般タイ人あるいはタイ・ラオ系の生徒に

比べて優秀な成績をあげているといわれている。

かれらはまたタイ入の学校で学んだので， タイ

の価値体系に触れた。すなわちタイ文化を学び王

制や小乗仏教についても理解をもつに至ったので

ある。二世のうちの多くの者は，こうしてぺトナ

ムとタイという相異なるごつの価僚体系を失llって

成長するに至ったのである。 またこうしたベトナ

ム難民←子弟のタイ人学校への出席は， かれらがタ

イで；誌等教育をうけたり， よい職業に就くための

好機を提供することとなったことは否定できず，

これががれらのタイ社会への同化傾向を強めてい

るので；まなし、かと推察される。 しかし一方，筆者

が現地で聞いたタイ側官吏の発言によると，こう
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した難民ニ世が北ベトナム労働党の手先となり，

かれらの住む近辺の家族ペコ村について細かく北ベ

トナム側に同告するとい，) t二諜報活動をfl'／よって

いることがあるという。 優秀な才能と便宜の多い

かれらをうまく利用すれば， そうした諜報活動に

も大きた！友l,t〔を挙げることができょう＂

さて， UJ：のように難民 A 世と難民二位との間

には大きな価値観の相違があるが， その相違はか

れらの？食店主活におし、ャも種々 の波紋を投げ＇） J¥ f 

,, ）の顕

親ないし目上の者に対する服従意

たとえばそのている二とんい看取されらに

著な現われは，

識の弱化である。 筆者が現地で聞いた は，難

民一世r:，：，『：その子弟 J ぜり二世たちが〆＼；、ナム

の伝統的日J!ifL~識として最 L重要な孝h心；ニ欠 rt

ることを 廿訴えてし、るという。

親や兄がタイ語もうまく話せず，

法律的にち竹下山、境遇にあることが

これら一世たる

また難民という

三うして二世

たちの二へ！l九一世に対寸る尊敬や服従心を羽化さ

せた重要な原因の一つであったとプール氏は指摘

しているが（：｝8），筆者も竺れに賛意を表したい。

こうした削向を反映Lて、 ベトナムモff］支今世の

中には，親兄弟の意志い拘らず， 自分の結婚相手

は自分で決めることを主膿ナる者が年とともに多

くなっ七、 という話も問、、fこ。難民一位たち，つ

まり現在／二，イこい40歳以［二び〉ベトナム人主jfJi.cの多

くは， 自分たちと同じベトナム人たる子弟たちも

ベトナム人と結婚すべきだとし， かれらがタイ人

や中国人ょ：とベトナム人以外の民族と結嶋中るこ

とに強（日けしているr -ii±:たちがでの場台よく

引くのは「水牛は自分のうちの原っぱの草を食べ

るべき／＿＇＇ Tran L6n.，日 rn¥oan c6 Lonに n,1y）とい

うベト J ムけ諺であり、 プール氏もこの，／；合聞か

れたらしいが Cle9 l，筆者がこれを東北タイで聞か

されfこ後， ベトナム本国を訪れた際にベトナム人

にその意味を尋ねたところ， これは本来，ベトナ

ム人の社会に.tsL、て「同じ程度の者同志」とか［分

十日rt.；こj とかい J リピ意味の諺であるとの解答をえ

ナニ。 タイに難民として同じ境遇の生活をしている

ベトナム人はベトナム人同志で結婚するのが最善

U>juであり， またそうしなければその後がうまく

れかないであろうという一世た人の気持からこの

諮がもち出されたのであろう。これに対して一方，

難民二世たちの平均的な考え方では， 異民族聞の

結婚i土不道徳といラわけではない。 ただ同民族問

び）結婚の方が犬と主の双方，－：とゥても便利であり

好ましいであろうという干呈度なのであった。

3, 1965年以後のベトナム人難民社会

ところで近年， とくに1964年立のトンキンi¥"'JJJ;:

件による北ベトナム送還の中止事件以後， タイ在

住ベトナム人難民社会において新たに顕著にみら

れる現象は， かれらがしだし、に現地定着化傾向を

り立＼ihてきたことであると d思われる。

トンキン湾事件を契機としたベトナム戦争のエ

スカレーションで， かれらの祖国ベトナムでは北

もl'(Jもともにhぬj誌となり，

れ生命の危険が増大した。

住民の生活が脅やかさ

ミうした祖国の情勢を

前にして， タイ在住難民たちのうちでも， とくに

熱士！！な北ベト十ム路稼の信奉者は依然として白分

たらのタイ在住はあくまで一時的なものであると

し， 近い将来に必ず北ベトナムに帰国するとの見

方を変えなかった。 しかし一般の難民多数はこれ

と若子異なるu:,;t；を示した。 かれらはかねてタイ

在住期間が長びくにつれてしだいにタイへの定住

意識をもち始めていたが，

エスカレーションを機に，

今次のベトナム戦争の

引続いてタイに積留し

ここに定住したνとの希望を鮮明化するに王子》た

のである。 かれらは政治的見地からよりももっぱ

ら個人生活上の判断からそれを決めたのである。
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政府がベトナム人難民に対して実施している制限すなわち，かれらがベトナムに帰っても戦時下で

こうした状況の中で措置は手ぬるいものであり，← a，ぢケイはよい生活が送れるという保障もなく、

は，ベトナム人難民はその気にさえなれば容易に

筆者には現にタイ社会に混入しうるであろうし，

その過程は進行しつつあると思われる。

7イ民族は古来外来民族や文化を吸収しそれら

を同化する力を強くもっておりは13），すでにその

したが力i士対華僑関係におし、て発揮されている。

Jえ

ト寸ム人難民に対しても少なくとも現行の種々の

制限措tEtを緩和するなど同化への促進政策をとる

タイ政府が対華僑政策におけると日係，--九
J 、，

はすでに 20年近くも過ごしてきた土地であり、

たが J ，て生活不安のつきまとうベト十ムiこ帰国す

るよりもゲイに残留した）jが安定した家族生訴が

送られる可能性が強」、のでそこに定住したいと L‘

うわけである

こうしたかれらの意Iりを反映するものとして，

1%4年以後急速に／＼ト十ム人難民の中でタイ人と

結婚←る者庁、i白iJIIしだしたことが挙げられる。プ

ール氏が引用してL、る東北守イのナコン・ノミ Fム

し

華僑に比べてきわめて少人数のベトナムtI.むi工，二与したベトナム人と現t也ケ f人どの,1.;1 w引揚{t,

人はやがてタイ社会に同化されていく方向を辿る結崎は196'1作ーから19日年までで約 GOO例にも達し

しかし従来タイ政府は強回なものと考えられる。このことは同誌の例がケff三f本で 1950ているが，

反 i七政策を維持し，中国［中共）や北ベトナムと年代をi邑じてわ「か日7件しかなか〉た（.10ヘ＇）に比

北ベトナムと密J；妾な問｛系をものたi立1¥:1立場から，
、F

」非常に大きな変化であるといえとう Uべれば、

つどみなされる白凶内のベトナム人難民を同化さベトナム人難民にとっうしたタイ人とのJill婚は，

共産主義浸透の芳：を摘む意味から-ttらことなく，以 l〕、 カミjl らて守イ同特耳11f1n千ャンスともなり

もこれら難民全員を本同送還する方針をとってきィit;f!'JがケイにおL、て経済的発肢を図るうえでも，

東北タイにおL、てベト十ム人難民が

かれらの去果たしている経済的役討については，

たのである。！－みふーノ、＿./,J、

手1g＼とな η たのであるG

ベトナム人難民山田］にし7つ、にlfQ大してきたこ

知己の事工大をもたらすなど司身分の向上，

ぺ〉がて［＇JIll人ったtr後は多少の混乱はあっても，

なかんづく華僑系住民などで十分捕嘆しうるとの

見通しに立っていたのであろう。

かねて難民のうした現地定苛｛ヒの希望をうけて‘

ベト寸ム戦後を見同年来とくに本年初頭以来，

」ts、トナム送還に強；、不満を抱いてさた ]YJ，川、ナ

ム政府は、そ口送還伴」I：を実現させ．立問題にJ 川、

ての北ベトナムの優位性を n五をするとし、う意｛来カ‘ マてケイ政府は:xcti:p ffilt主j丘策をnち出し，越して，

したのn体化につし、て種々 模索し＇）つある Cll4）。タイ政府；こえずLて芹良な／、ト「ム人y!fHそ；こらも、

がって将来北ベトナムとの関係も従来ほどの敵；土タイ政！（f右ミら居留外［司人の H目立を与えるように

もし

ベトナム人難民も

対lil係はみられなくなる可能性も十分ある。

幸いにしてそれが実境すれば、

色方で

難民には々イの法律；こ従うよう注意を促してL、た

か，－）よとf川実現に両策したり i弓時に要求し‘

タイ；こおし、て平干ll裡にタイ入社会と共存しうるでしかしケ f政府は南北両ベト十ム 0）間に立

かれらのタイ社会，，の！可化そうなれば，あんう οその！いずれからもtt誌ないし反対されるのをふ

てコ、

しカ込しこ

れまで長期間にわたり歴史的に形成されてきたタ

傾向は一 i~促進されるものと思われる。現在までこの南J之トナムの提案に；；寸

ケイし－／；込し、して全面的な｜司茸は与えていない。
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避けるため，
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イ人とベトナム人との聞の敵対感は根強い。つま

り両者は古くからともL相手方をインドシナある

いじ東南アジアにおける最も注目すべき敵なヤし

競争相手だとみなしているのである位15）。また同

時に，それに伴って生まれた不信感の根も深く，

両者の聞に真の平和共存関幹が生まれるまで仁は

かなり長期間を要すると思われる。まして最近の

報道によれば， ラオスにはタイの「義勇軍」がし、

てラオス王国政府軍を補助してパテト・ラオ'.of，＇.と

闘っており，一方このラオスには北ベトナム軍兵

士4万以上が駐在してノ4テト・ラオ箪と共同作戦

を展開してL、るc したがってケイ人と北ベトナム

人と；まラオスで直接砲火を交えている可能性も強

く， ここに両民族の対立感はますます助長されて

いる傾向 Fら無しとしないのである。 したがって

かかる状況加らすれば，少なくとも今後当分の聞

は，依然としてベトナム人の問題は，難民の処理

を中心に， タイの政干？？・経済・社会上種々の問題

を提起してL、くごとになると λなければならたい

であろう。

（ニ 1〕 Paul Doumer, L' I 11dochi11e fran,aise, 

Souvenir (P紅 is,1905），満鉄『印度支那民淡誌』（策

京， 1943'.!), 29～30、ージ所j；。
口上2) Peter A. Poole, The Vietnamese in Th-

ailand (Ithaca, 1970), p. 32. 

CJ 3) タイ：＇（ J長の制値観に，) 1,、（ ! t l可$'fl］夫，回

中忠治共著『東南アジアの価値体系 Iタイ』（東忠，

1970年） ＇ご羊しく月虫れ： t1,て，，、；ぅ。 一jjベ J,＋ム人の

それについては近刊の拙著『東南アジアの価値体系m,
ベトナムJ参照汁

（注4〕 拙稿「カンボジアにおけるベトナム人問題

のj礼状と恒史的行常」（「アジーァ、え済j,12巻 2'J, 1971 

年2月）， 38ページ。

( i1 5) P. A. Poole, The ¥Tietnamese 1n …ー・， P,

128, n. 3. 

ぐじ仁6) 之とえi Bangkok Post, 1970年11月21日

付今

「主7) P.A. Poole, The Vietnamese in・…・， P,

125. 

（注8) P.A. Poole, The Vietnamese in・・…・，pp.

125-126. 

( d: 9) P. A. Poole, The Vietnamese in・…ー， p_

126. 

小 10〕 ChanJ¥nsuchote“The Vietnamese Re・

fu玉虫色sin Thailand ; A Case Study in Decision-

Making”（M. A. thesis, Thammasat Univ告rsity

Bangkok, 1960), p. 51., P. A. Poole, p. 127. 

（注11) タイ国籍取得の問題については下記文献を

参照されたい。“ TheNationality Act of B. E. 2508 

(1965）” in Government Gazette, Vol. 82, No. 62, 

Special Issue (August 4, 1965). 

Richard J. Coughlin, Double Identity; The Chinese 

in }''vfodenz Thailand, (Hongkong, 1960), pp. 169～ 

181. 

（之12) たとえiiBangkok Post, 1967年2月28IJ 

付。

(.U3〕 Georges Coede百， Lesetats hindouises 

d’I ndochine et d’lndonesie (Paris, 1964), p. 349. 

（パ14) 最近』勺新間報道(tごとえば『朝日新開』 1971

年7月17日付）によると，こうしたタイの対中国接近

策は中国仰がB'i:J.［.；、を示さず， ,z、・rし4／•立功していない

よよであり，タイ政府も土のカ針の早急な実現を断念

する可能性が出Cきたどいう。

( il:15) 玩朝時代のベトナムに対するタイの対抗意

識の例が下記文献にみえる。 AlexanderBarton Woo-

dside, Vietnam and the Chinese Mοdel (Cambridge, 

1971) p. 258. 

（調査研究部主任調査研究員〉
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